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開議 午前１０時００分

◎開議宣告

〇議長 東 英男君 ただいまから本日の会議を開きます。

本日の会議に欠席の届け出のあった方を事務局長に報告させます。

事務局長。

〇議会事務局長 河端一寿君 本日の会議に欠席と届け出のありました議員は、増田吉章

議員であります。

〇議長 東 英男君 議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

直ちに議事に入ります。

◎日程第１ 一般質問

〇議長 東 英男君 日程第１、一般質問を前日に引き続き行います。

沢田広志議員。

〇沢田広志議員 （登壇） おはようございます。それでは、通告に従いまして、大きく

１点について一般質問を進めてまいりたいと思います。

１、健康づくりについてであります。（１）、生活習慣病の予防の取り組みについて。

平成２５年度から３４年度までの健康すながわ２１（第２次）が策定されましたので、特

に生活習慣病の予防にかかわる以下のことについて伺います。①、食生活は、生命を維持

し、子供たちが健やかに成長し、また人々が健康な生活を送るために欠くことのできない

営みであります。多くの生活習慣病の予防の観点から重要とされる栄養並びに食生活の市

民の現状と考えられる課題、そして今後の取り組みについて。②、健康増進や体力向上の

ために身体運動をふやし、運動を実施することが健康づくりへとつながります。そこで、

生活習慣病予防へ重要とされる身体活動並びに運動の市民の現状と考えられる課題、そし

て今後の取り組みについて伺います。

（２）、健康づくりの拠点となる健康の駅について。市民の健康を支え、守り、乳幼児

から高齢者まで健康増進の取り組みを推進している施設として、老人福祉センター、保健

センターの複合施設であるふれあいセンターが健康づくりの拠点施設となり、活動を展開

しています。市民の健康増進をさらに展開し、積極的な活動を推進するべく、市内のコミ

ュニティセンターや老人憩の家、町内会館などを活用し、地域住民の健康維持増進を目的

に健康のための活動を行う施設で集まる人たちが自由に交流できる交流拠点（サロン）と

して、健康の駅推進機構による認証が必要とされる健康の駅の設置について伺います。

以上、１回目の質問といたします。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 （登壇） 大きな１、健康づくりについてご答弁申し上げます。

初めに、（１）、生活習慣病の取り組みについてのうち①、生活習慣病の予防の観点から
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重要とされる栄養並びに食生活の市民の現状と考えられる課題、そして今後の取り組みに

ついてでありますが、現状につきましては国保特定健診における健診データなどから、腎

機能の検査項目である尿酸やクレアチニンなどの数値が高い市民が多く見られる傾向にあ

るとともに、男女とも成人の肥満の割合が高位で推移している特徴があります。これは、

食生活の多様化やインスタント食品の利用による食の簡素化などにより塩分、たんぱく質、

動物性脂肪、糖分などの接種が多い反面、ビタミンや食物繊維の摂取不足が要因として考

えられます。このような環境の中で、市民一人一人がライフスタイルに応じて自己の活動

量に見合ったエネルギーや適正な質及び量の食品を自分で判断し、接種できるようになる

ことが必要であり、課題と考えているところであります。今後は、国保特定健診につきま

して、砂川市独自の取り組みとして既に健診の対象者を２０歳から３９歳までの若年者ま

で拡大して受診できる体制を構築しているほか、本年度から健診料を引き下げ、受診しや

すい環境を整えておりますので、これを生かして受診率を向上させるとともに、健診結果

に基づいた個別の保健指導を充実してまいりたいと考えております。また、昨年度は食生

活改善推進員の養成講座を実施し、推進員の拡大を図りましたので、市民の食生活改善に

向け推進員の皆様と連携し、普及活動を推進してまいりたいと考えております。

続きまして、②、市民の身体活動並びに運動の現状についてでありますが、これまで国

保特定健診の受診者に対して身体活動や運動習慣の状況を確認する中で現状の把握に努め

てまいりました。この中で、日常生活においてよく体を使っていると意識している市民は

男女とも４割を超え、特に６５歳以上の男性は６割を超えており、１日３０分、週２回以

上の運動を１年以上継続している運動習慣者の割合は国と比較して男女とも高率となって

おりますが、運動は余暇時間に取り組むことが多いため、退職世代と比較して就労世代の

割合が低い状況にあります。高齢期になると運動機能の低下が顕著となることもあり、若

い世代からの運動習慣の定着を図る必要があることから、今後は保健指導などを通じて運

動習慣の必要性を啓発するとともに、地域におけるサロン活動などの場を活用し、筋力や

関節など運動機能の低下を予防する運動プログラムについて、いきいき運動推進員と連携

を図りながら取り組んでまいります。

続きまして、（２）、健康づくりの拠点となる健康の駅についてでありますが、この健

康の駅につきましては、医療、福祉施設や保健施設のほか、運動施設などで一定の要件を

満たした施設のうち、地域住民の健全な健康維持増進活動を行う拠点として健康の駅推進

機構により認証された施設であります。現在市民の健康づくりに係る取り組みを進めるに

当たり、ふれあいセンターがその拠点の一つとして機能しているとともに、町内会健康づ

くり推進事業や介護予防教室などにおいては町内会館やコミュニティセンターなど地域の

施設を利用して事業を展開しているところであります。また、食生活改善協議会が取り組

んでいる地域健康づくり料理教室や主に高齢者の健康づくりや交流を目的とした地域で開

催されているサロン活動などでもコミュニティセンター、町内会館、老人憩の家など地域
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の施設が利用されており、それらの取り組みにより各施設が健康増進や住民同士の交流を

図る場として機能しているところであります。このことから、健康づくりを目的とした地

域の施設の利用につきましては、市民に対する健康づくりを推進する上で今後においても

積極的に取り組んでまいりたいと考えております。また、健康の駅の設置につきましては、

申請するために定められた一定の条件もございますので、認証を受けた場合の利点なども

あわせて調査研究をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長 東 英男君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 それでは、２回目ということで質疑をさせていただきたいと思います。

まず、（１）のところで食生活に関してということで、今ほど答弁をいただいたところ

であります。砂川の地域性ということがあるかと思っております。そういったことも今回

の健康すながわ２１の第２次の中でもうたわれておりますし、それに基づいた今の市民の

現状といったこともこの中では記載をされているところであります。そういった中を見さ

せたいただいた中で今ほど部長からも答弁をいただいたところでありますけれども、今後

のことを含めますと、答弁の中では今後若年者に対しても対応していきたいということで

ありますけれども、若年者に対する対応ということでは幅広い部分もあるかと思いますし、

また若年者ということとなればどの世代あたりがいいのかといったこともあるかと思うの

ですけれども、この辺もう少し具体的な話をして聞かせていただけないかなと思います。

さらに、６月、今月から国保の特定健診の春の部分も始まりますし、この関係でも今ほ

ど健診料を低減したということですから、そういったことでは健診率の向上につながって

ほしいなというふうにも思っております。そのようなことを含めながら、栄養というもの

については大変重要なことであるというふうに私も認識しておりますし、さらにそれぞれ

の個々人においてのライフステージというものが大きく影響してくるのだろうなと思って

おります。そんなことから、今現在、栄養士さんも２人嘱託ということでおりますので、

このあたりは、一問一答なので考えながらやりますけれども、栄養士さんが２人嘱託であ

りますけれども、嘱託であるということの意味合いがどこにあるのか、その辺を聞かせて

いただきたいなと思っております。

続いて、運動についてでありますけれども、身体運動ということで今ほど部長のほうか

らも答弁ありましたけれども、強いて言うと日常生活における身体活動をいかにされてい

くのかといったことではないのかなと思っております。お話ありましたように、ある部分

では日常生活において歩行または同等の身体活動を１日１時間以上実施していくべきもの

でないのかなといったことで、そういったことでは答弁の中では男女ともに意識は４０％

を超えて意識をされているということでありますが、ただ男女の比較の中では、どうして

も男性の場合が６５歳以上が多くて、それ以下についてはちょっと減少している、少ない

ということがあります。その辺の関係は、やはり２０歳から６４歳までというのは就労を

されているし、就労することによって運動するということまでの意識が気がつかない、も
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しくはできる余裕がないといったことがあるのかなと思いますが、このあたりをどのよう

に上げていくのかといったことが運動を通しての生活習慣病予防にもつながるのかなとい

うふうに思っております。できるならば、運動習慣の割合をふやしていくということです

から、１日３０分、週２回以上の運動を１年以上継続していくといいのではないだろうか

といったことも今回の健康すながわ２１の中でうたわれております。こういったことも大

事ではありますけれども、もう少し具体的な部分でお聞きするならば、感覚ではなくても

う少し科学的という言葉になるかどうかわかりませんけれども、ある部分では万歩計を持

ってすることで１日どのぐらいの歩数を歩いているのだといったことをしっかりと把握す

ることができるのではないのかなというふうに思っております。例えば万歩計自身は買い

に行けば売っているのですけれども、ある町においては高度な万歩計は貸し出しもしてい

るといったこともありますけれども、そういった考え方というのもあっていいのではない

のかなと思いますが、このあたりのことについてもまずは聞かせていただきたいと思って

おります。

続いて、健康の駅ということでありますけれども、今現在、確かに答弁いただいたよう

にふれあいセンターを拠点として、ある部分では健康の駅の認証を受けている施設と同等

のようなことはもう既にふれあいセンターでは実施しているのだろうなというふうに私は

理解をさせていただいています。健康相談、食生活の相談も含めて実施しております。さ

らには食生活改善推進協議会の推進員さんや、いきいき運動推進員の皆さんも、それぞれ

コミュニティセンターだとか町内会館を利用して特に高齢者に対する介護予防といった教

室も含めて支援をされていますし、運動的な部分についてはそれぞれの施設がかかわって

きているのかなというふうに思っています。

そこで、健康の駅ということで今回私は提言をさせていただいておりますので、いま一

度健康の駅についてお話をさせていただきたいと思います。先ほど答弁もありましたけれ

ども、健康の駅というのはいわば道の駅の健康版だというふうに思っていただければいい

と思います。休憩だとか案内、交流、連携などのまちの駅としての機能に加え、さらに健

康に関する相談や情報発信などを行う健康なまちづくりをリードする地域の交流拠点であ

るということで、これはそもそもＮＰＯ地域交流センターの外郭団体として健康の駅推進

機構が誕生し、そして健康の駅推進機構が、健康の駅としてきちっとした対応をされてい

るのか、または認証されるだけのものをしっかりと持っているのかといったことをその推

進機構によって認証されるわけですけれども、それでは健康の駅推進機構とは何ぞやとい

うことであると、健康の駅の設置及び健康増進活動に取り組む個人、市民団体、法人、自

治体などが地域やセクターを超えた交流活動を行い、人々の健康で豊かなまちづくり、国

づくりに向けて相互に協力、連携することを目的とした団体であり、この主な業務として

は幾つかありますけれども、一番最初に健康の駅の認証、全国の健康の駅設置、運営、管

理にかかわるルール設定などにかかわる諸活動、健康の駅に係る情報発信、情報開示に係
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る諸活動、健康の駅同士の交流、連携に係る諸事業の企画運営、調整等といったことでい

ろいろな活動をされているところの団体が健康の駅として認証しているところであります。

私がこの健康の駅について知る機会があったのが２年前でありました。北海道内では、

留萌市に自治体のもとで開設されております、るもい健康の駅があります。私がそこをお

伺いさせていただいたときには、まさに砂川のふれあいセンターで、血圧をはかったり血

流検査したり、骨密度はかったりＢＭＩの数値はかったりといったこと等を、砂川のふれ

あいセンターも実施しておりますけれども、そこの留萌の健康の駅でも同じように実施さ

れておりましたが、さらにいろんな講座も講習会も開いたり、２階のほうには運動機能を

高めるためにランニングするための器械が置いてあったりといったことも含めてありまし

た。そして、健康の駅については全国で約２０駅ありまして、そのうち自治体が進めてい

る駅が６カ所、民間が進めている健康の駅が１３カ所、自治体が進めている健康の駅とい

うのは、今までお話ししましたように留萌市のるもい健康の駅、秋田県横手市に健康の駅

よこてというところもありますし、他には市立病院を活用しての健康の駅、交流センター

または高齢者センター等を活用しての健康の駅といったことがありますし、民間では民間

病院、高齢者施設、温泉宿泊所、直売所の複合施設などを活用しての民間の進める健康の

駅ということがありますが、そこで今回私が見ていったときに、特色ある健康の駅をつく

っているなといったところが秋田県横手市にある健康の駅よこてでありました。ここは、

今春初めてつくられた、厚生労働省が今春初めて実施した健康づくり表彰、健康寿命を延

ばそうアワードで優良賞に選ばれた健康の駅であります。ここは、平成１５年度から健康

の駅についての検討を開始されました。ただ、その後平成１７年度に横手市を中心とした

１市５町２村が合併して、約１０万弱の新横手市となったわけでありますけれども、ここ

の特色ある健康の駅のつくり方というのが、まずはコンセプトが子供から高齢者まで全て

の市民が健康をテーマにして交流拠点、健康の駅において安全で効果的な健康づくりが実

践できるように支援しますと。健康づくりのコンシェルジュ、案内役でもあるのだという

ことと、全てのライフステージにおける健康を追求し、乳幼児期、学童期、若年、中年期、

高齢期といったことで、高齢期では生涯現役で活力あふれる第二の人生をというようなテ

ーマで進められておりますし、まさに健康の駅が地域のたくさんの人に支え育てられるこ

とによって地域全体が元気になり、健康を守る力が育まれる健康交流拠点としますといっ

たことが横手市の健康の駅であります。横手市自体が健康づくりに対してかなり集中的な

事業展開をしている。厚生労働省のモデル事業を実施したりもしている先駆的なまちでも

あるのだろうなと思っております。

そんなところが健康の駅よこてということで実施しておりますけれども、さらに特色が

あるのが健康の駅よこての場合は大規模、中規模、小規模といったところで駅を大きく３

つに分けて実施しております。大規模健康の駅というのは３カ所あるのですけれども、こ

こには運動指導員がしっかりと常駐しておりまして、専門の運動指導スタッフが常駐し、
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筋力トレーニングマシンやエアロバイクなどの有酸素運動機器、ほかにもさまざまな運動

用具を用いた安全で効果的な運動方法をアドバイスしますということで、個々の身体特性

に応じた健康づくりを支援する場であるということになっております。そして、続いて中

規模、小規模あるのですけれども、この後の中規模、小規模は地域密着型ということであ

ると思います。中規模健康の駅というのは１６カ所ありまして、主に公民館やコミュニテ

ィセンターで健康づくりをしようということで、大規模駅から専門のスタッフが直接会場

に出向いて健康づくりをサポートします。生涯学習活動や地域活動と連携した地域ぐるみ

の健康づくりを支援する場ですということで、規模的には公民館とか各種団体、学校、複

数町内会の合同といったことで実施されていますし、続いて一番小さな小規模駅でありま

すけれども、これは身近な町内会館で健康づくりをしましょうということで約５０カ所あ

ります。大規模駅から専門スタッフが直接会場に出向いて健康づくりをサポートするとい

うことでは中規模駅と同じですけれども、地域の顔なじみの仲間が声をかけ合い、身近な

ところで健康づくりを支援する場所ということで、町内会館、町内会とか福祉施設、いき

いきサロンといった部分での共催ということでの実施をされております。横手市内、合併

して新横手市となったわけですけれども、さらに健康づくりを地域全体に浸透させるため

の方法としては、全国的に見るとこういうやり方というのは、まれに見るちょっとユニー

クなやり方なのかなと思っています。

そういったときに、砂川で照らし合わせるならば大規模となり得るのはふれあいセンタ

ーであり、その後は中規模はコミュニティセンターであり、さらに小規模になると町内会

館とか憩の家がなってくるのかなと。そういった体系的に健康の駅ということを通しなが

ら地域の皆さんに健康づくりについての意識または啓発、それをすることによって生活習

慣病予防にもつながっていくというふうに思っております。横手市のことをお話しさせて

いただいておりますけれども、そういったことを含めながら私は砂川市内でも今までお話

ししたようにできるのかなと思っております。答弁の中にもありましたけれども、今現在

は食生活改善推進協議会の皆さんによっての会館での健康料理教室を実施されております

し、さらにいきいき運動推進員さんがそれぞれ担当を分けながら市内にある約１１カ所、

例えば一番大きいところでは社協が実施しています福祉センターでのいきいき広場とか、

ＮＰＯ法人ゆうの地域交流センターゆうで実施しておりますゆういきいきサロン、さらに

は北地区、東地区のコミセンでも高齢者を対象とする運動教室も実施されております。そ

ういったところもあるだけに、あえて健康の駅は必要ではないよねなんていうふうに思わ

れるかもしれませんが、改めて健康の駅ということで活用することによって会館の活用と

いう幅も広がっていくのかなというふうに思っております。そのようなことを含めながら、

私は砂川市内の健康の駅となり得る、設置できる施設が砂川市内にはある部分ではもう整

ってきているのかな。ただ、ちょっと足りない部分というのが、健康の駅の特徴というと

いうところがあるのですけれども、活動内容に健康チェック、血圧測定、健康講話とか体
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力テストといった部分、特に健康をチェックするための血圧測定もそうですが、そういっ

たことの設備等についてはでき上がっていないのかなと思っておりますけれども、ただ認

証を受けるに当たってのある程度の項目をクリアすることができれば健康の駅ということ

を言っていくことができるのかなと。ただ、先ほど答弁の中には、健康の駅の設置につい

てはいろんな利点もあるし、長短あるのかなといったことのお話かと思いますが、その辺

も検討していきたいということでありますけれども、今ほど私のほうで健康の駅よこての

お話もさせていただきながら、いま一度健康の駅設置に向けた考え方を再度聞かせていた

だけないかなというふうに思っています。

以上、２回目を終わります。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 それでは、何点かご質問ございましたので、順次ご答弁をさせ

ていただきたいと思います。

まず、若年者に対する健康、特に栄養の部分でございますけれども、さらに具体的な方

策はあるのかということでございますけれども、先ほどご答弁の中でもお答えをさせてい

ただきましたが、まずは特定健診、実際には保険者に義務づけられていますのは４０歳か

ら、後期高齢者制度というのが７５歳からありますから、通常は４０歳から７４歳までが

この特定健診の対象になると。ただ、砂川市の場合は２０歳から３９歳まで同じ内容でこ

の受診をいただけるということにさせていただいておりますので、若年者の受診率も上げ

ることによって若い方が健康に意識を持っていってもらえるというようなことでございま

すので、この辺の若年者の方が特定健診を受けていただけるような方法を、今までも随時

考えてはございますけれども、何とか若いうちから意識を持っていただくということで進

めていきたいというふうに思いますので、ただいろいろと難しい部分は、特定健診でいき

ますと砂川市の場合国保だけということになりますので、ですからそれ以外の方をどうす

るかという問題もありますけれども、まずは国保の部分の受診率を上げて、そこからもし

何か広がりが見せれればそちらのほうにも取り組んでまいりたいと、そのことによって直

接栄養指導ができるというふうなことを考えてございます。

２点目でありますけれども、こちらのほうは栄養士の関係で、現在嘱託が２名というこ

とで配置をさせていただいていますけれども、この意味合いはということでございますが、

これはふれあいセンターも正職員が配置されていた時期もございますけれども、現在は嘱

託が２名ということですが、実際に保健師が６名、嘱託の保健師ももちろんおりますけれ

ども、栄養士は今現在、正職員としてはございませんけれども、ただこちらのほうも保健

師と栄養士と一緒になって健康に取り組んでいくということで、この正職員化というのは

現場のほうでもいろいろと考えてはおりますけれども、ここ一、二年については現場のほ

うも今の現状の中で２名の嘱託の中でいくというのが、食の関係でいきますと、その嘱託

さんも長いということもございますので、まずはここで進めていきたいと。いずれかの時
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点ではまた正職員化というのも検討をさせていただかなければならないだろうというふう

には考えておりますが、現時点では嘱託２人で機能としては十分に果たさせていただいて

いるのではないかというふうに考えております。

次に、身体運動の部分でございますけれども、こちらのほうは特に働き盛りの年代、こ

の辺の部分をどうしようかということでございますが、こちらのほうも非常に難しい部分

がございまして、実際には国保に入っている方は、先ほどもちょっと申し上げたように特

定健診を受診いただければある程度そういう指導もできるのですけれども、実際に他の保

険になりますと、そういう資料あるいは検査項目、こちらのほうがふれあいセンターで入

手できないということがございますので、ですから特定健診以外で何かこちらのほうで出

向くことがあれば、それはその時点で指導等をさせていただいたり、運動等についてのお

話をさせていただくということなのですけれども、こちらのほうは何か方法を考えていか

ないと、実際には今の保険の観点からいきますと特定保健指導というのは各保険者に義務

づけられましておりまして、これは栄養だけでなくて健康一般ですから、身体運動につい

ても求められている事項ということになっておりますので、そこそこで責任を持ってやっ

ていただくということなのですが、ふれあいセンターとしてもできれば、そういう情報が

入手できればご指導もさせていただきたいというふうに考えておりますので、この辺は少

し調査研究をしながら、どういった方法があるのかというのは考えてまいりたいというふ

うに思います。それから、身体運動関係ではもう一点、万歩計の貸し出しというがござい

ましたけれども、こちらのほうも今の現状からいくと総体的に全ての方をご指導できると

いう状況になっておりませんので、これが有効的に活用できるというようなことになれば、

万歩計の貸し出しというのもそこに付随して検討させていただきたいというふうに思いま

す。

それから、最後になるかと思いますけれども、健康の駅ということでございますけれど

も、こちらのほうは議員さん種々ご説明、先進地のほうも事例をいただきまして、私ども

のほうも調査研究を始めたいということでご答弁をさせていただきましたし、機能的には

今現在、ご答弁したとおりふれあいセンターを中心にコミュニティセンター、各町内会館、

老人憩の家等でそれぞれ役割を持ちながら実際に健康に対して運営をさせていただいてい

るということでございますので、こちらのほうもまずは勉強させていただきたいというこ

となのですけれども、大きくふれあいセンターで特に健康を重視して、その効果が上がる

ということについては、とにかく個別指導が一番という考え方がございますので、個別指

導してもらうためには健診を受けていただくと、健診を受けていただくためにはどのよう

な手法をとっていって個別指導まで持っていくかということになりますので、この健康の

駅が逆算をしたときにそこにつながっていくかどうかということも十分に考え合わせてい

きたいというふうに思いますし、また先ほど健康の駅の機構のお話もされておりましたけ

れども、実際には入会費ですとか、それから年会費ですとか、金銭的な部分もありますの
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で、その辺も加味しながら今後検討させていただきたいというふうに思います。

〇議長 東 英男君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 それでは、食生活、運動、そして健康の駅ということで答弁をいただい

たところでありますけれども、最終的には、食生活への対応だとか運動についてもある部

分では最後はやっぱりマンパワーの関係が出てくるのかなというふうに思っております。

今ほど答弁いただいた中では、例えば食生活、栄養士さんは嘱託２名でありますけれども、

今回健康すながわ２１の中には、生活習慣病の重症化予防のための取り組みの推進といっ

た中に管理栄養士等による高度な専門性を発揮した栄養指導の推進といったことがしっか

りと記載もされております。その中を見てみますと、最新の科学的知見に基づく研修や学

習会に積極的に参加して自己研さんに努め、効果的な保健活動が展開できるよう資質の向

上に努めるといったことがあるわけですけれども、今現在は嘱託で、今後は考えてみたい

という答弁だったかなと思うのですけれども、正職になることによって弊害が出るという

ことは私はないと思っていますので、この辺は今現在いらっしゃる２名の方たちの考えも

あるかもしれませんけれども、基本的にはこういったことをどんどん進めようとしたとき

に、果たして嘱託職員でどこまで対応できるのだろうかなということの懸念を持っており

ます。そういったことを考えると、今後のことを考えればやはり正職員をもってしっかり

とやっていっていただいたほうがいいのかなと。現状を見させていただいても、例えば食

生活改善推進員養成講座を通して保健師さんと栄養士さんが一体的に連携をとりながら一

緒に養成講座も実施、そして人材確保をしてきたということもありますし、またいきいき

運動推進員の養成講座のときも食生活改善推進協議会の協力も得ながら、そこに保健師さ

んと栄養士さんも一体的になって実施をしているということも見させていただいておりま

すので、そういう点では一体的に時間を効率的に使いながら、時には恐らく目に見えない

ところでかなりの時間を費やして努力して準備しているのかなと思うことも見させてもら

っていますけれども、そういった部分では部長が答弁されたように連携をとってしっかり

とやられているということはわかるのですが、今後のことを考えれば嘱託ではある程度範

囲が狭められてしまうのかなというふうに思います。嘱託であっても研修会等を含めて参

加するということはできるのかなとは思いますけれども、この辺こういった今後の管理栄

養士等による高度専門性を発揮した栄養指導の推進に向けた部分での弊害がないのかどう

か、改めて聞かせていただきたいと思いますし、運動についても例えばいきいき運動推進

員養成の講座のときも専門の運動指導士さんが来られて、何回か講座の中で運動の実践と

講座といったことを実施しているのも見させていただいております。

であれば、この後の健康の駅の関係とも関連してくる部分あるのですけれども、ある部

分では健康運動指導士といった職員というか、人材の採用といったこともしていってもい

いのかなと思っております。というのは、今現在、北地区そらっぷセンターでは介護予防

教室を地域でしたことによって開催後に皆さんが主体的にサロンをつくって活動もされて
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いますし、それと同じようなことが東地区コミュニティセンターでも実施をされておりま

す。そのときにお手伝いというか、一緒になってやられているいきいき運動推進員さんが

それぞれ主体的にお手伝いをしているところでありますし、ことし６月、そろそろ南地区

コミセンを中心とした介護予防教室の地域での開催も予定されておりますけれども、先ほ

ど言ったように市内では１１会場で特に高齢者の介護予防教室的な運動推進ということも

実施されております。いきいき運動推進員さんのボランティア的な活動は本当に大変なこ

とであるけれども、頭の下がる思いだなと思っていますし、さらにしっかりとした専門の

健康運動指導士といった採用というか、人材をつくっていくといったことも私は必要なの

かなと思うのですが、このあたりのことも聞かせていただきたいなというふうに思ってお

ります。

そして、健康の駅であります。私も今回初めて健康の駅についてお話をさせていただき

ましたし、留萌のまちでありましたけれども、見させてもいただきました。今後健康の駅

を設置するにしても、その推進機構に入会しなければいけない部分の負担金の件もいろい

ろありましたけれども、この辺は検討課題であるということなものですから、しっかり前

向きに検討できるような形でお願いをしたいなと思うのですが、いま一度ちょっとこの件

でお話しさせていただくと、部長の答弁の中にもありますように、３地区のコミュニティ

センターも老人憩の家も、市内にある町内会館、多数設置をされていますけれども、その

中では特に高齢者を対象とした介護予防教室的な運動ということでされておりますので、

本来健康の駅の要素はもう持っているのかなというふうに思っておりますので、ぜひ前向

きに検討をお願いをしたいと思いますが、そこで、これは秋田の横手市の健康の駅ですけ

れども、しっかりとホームページにも資料にも載っておりますけれども、認証を受ける際

の大きなポイントということで載っておりますけれども、①、老若男女問わず集まりやす

い取り組みがあること、２、生活習慣病予防、介護予防に友好な健康維持増進プログラム

を実施していることなどです。これらの基準を満たしていれば、その規模や手法に特に制

限がないということも言われ、全国各地で実情に合わせたさまざまな健康の駅の取り組み

がされてきていると同時に、認証に向けた動きもさらに加速度的に進んでいるようでもあ

ります。そのようなことを含めて検討するということですけれども、検討するからにはい

つごろぐらいをめどに検討し、それで健康の駅ということを実施するのかしないのかとい

った部分も出てくるかと思いますけれども、検討はいつごろぐらいまで考えて検討したい

のかということを聞かせていただきたいというふうに思います。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 それでは、順次お答えをさせていただきたいと思います。

まず、ふれあいセンターの嘱託栄養士の関係でございますが、この辺の弊害はというこ

とでございましたけれども、今現在私どものほうでは特に弊害があるという考えはござい

ませんけれども、ただ今後におきましては、計画にもうたっておりますけれども、専門的
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な管理栄養士ということではうたっておりますので、これは嘱託になるか、あるいは正職

員になるかということはありますけれども、できれば専門的な管理栄養士と、この辺の配

置については、これはぜひ前向きに検討させていただきたいというふうに思いますので、

こちらのほうは今現在、特に弊害があるわけではありませんけれども、将来的にはこうい

うものも考えていきたいということでございます。

それから、２点目の運動指導士の採用ということでございますが、こちらのほうは先ほ

ど議員さんからお話あったように、各地域サロン化で独自にお集まりいただいて、いきい

き運動推進員さんがそこに入っていっていろいろと一緒に運動をさせていただいていると

いう状況がございますので、本年度から新規事業で、そのサロン化されているところに対

して専門の指導員を派遣してその地区の底上げを図ると、こういうことをことしから実施

する予定になっておりますので、その辺の事業の推移を見ながら、あるいは必要があれば

さらに増幅をさせていただいて、その中でこういうことが必要かどうかという部分になろ

うかと思いますので、まずはその辺、ことしから始めるものを状況を見ながら推移をさせ

ていただきたいというふうに考えております。

３点目の健康の駅でございますが、めど、実施、そして前向きにというお話がございま

したけれども、実施することを前提の検討ということではなくて、実際に今ふれあいセン

ターが、あるいはコミュニティセンター、各地区の憩の家、町内会館が健康の駅というこ

とで認証を受けて、今と違ったものがあらわれてくるのかどうなのか、確かに名前がつく

かどうかというのがございますけれども、ふれあいセンターとしても今までも、もちろん

これからもですけれども、こういった趣旨にのっとってとにかく市民の健康は守っていき

たいということでやっておりますので、ですからそこの部分は総合的にちょっと検討させ

ていただきたいというふうに思います。

〇議長 東 英男君 沢田広志議員。

〇沢田広志議員 それぞれ答弁をいただいたところであります。そこで、私もそろそろ時

間ですから、最後にお聞かせいただきたいのですけれども、食生活と運動に関してです。

今ほど健康運動指導士の関係も若干触れられ、今年度事業展開するに当たってこの関係も

出てきそうな話も初めて聞かせていただいたところでありますけれども、そこで昨年度は

食生活であれば食生活改善推進員の養成も実施されて、マンパワーを育てると、ボランテ

ィア的な要素はありますけれども、育てるといった実績もつくっておりますし、運動に関

してはいきいき運動推進員という養成講座も平成２４年度中に実施をされて、養成講座を

修了し、推進員になられている。であれば、これ毎年続けてはいないのですけれども、今

後のマンパワーの必要性からいうと私は余り期間を置かないでこの２つはさらに実施して

いっていいのかなと思います。ただ、食生活改善推進協議会の場合は協議会がありますか

ら、そちらとの連携もあるのかなと思いますけれども、正直それぞれ高齢化してきている

部分もあるものですから、その辺も含めたら、さらに２４年度実施したことによって若い
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世代もそれぞれ入ってきておりますので、さらに若い世代に入ってきてもらうためには私

は必要なのかなと思っています。この辺、今後今年度ではなくて来年度になっても構いま

せんし、食生活改善推進協議会の推進員といきいき運動推進員の養成を今後また新たに実

施するのかどうかということも聞かせていただきたいと思います。

そこで、最後に健康の駅の関係をお話しさせていただきたいと思います。これも秋田の

横手の健康の駅ですけれども、中小規模健康の駅のつくり方というのがありまして、ステ

ップ１、健康づくりに取り組む意欲のあるグループであればオーケー、性別、年齢、参加

人数にはこだわりませんが、１０人以上が集まれば理想的ですと。ステップ２が、ふだん

活動する会場を確保してもらい、町内会館や公民館などの施設を主な会場としてもらいま

す。会場の使用料等は各団体で負担してもらいます。最低１カ月１回以上の開催計画をつ

くってもらいます。ステップ３に健康づくり活動実施ということで、安全で効果的な健康

づくりを実施するため、初めて参加される方には問診票を記入してもらいます。代表者の

方は出席者を毎回記録してもらいますといったこと、活動の内容は健康推進課スタッフに

よる運動指導、健康講話、血圧測定、体力テスト等々ありまして、たまたまここは先進的

なところですから、中小、要は地域密着型の健康の駅づくりのためのつくり方ももう既に

皆さんに提示をしながら、まさに小規模が５０カ所、中規模が１６カ所といった部分でふ

えていっているのかなと。ただ、先ほどお話ししたようにここは新横手市ということで、

合併したことによってかなりの面積に広がってきたということで、大規模駅の３カ所は基

本的にまちを３ブロックに分けているというところでもあります。たまたま私は、ここは

ユニークなやり方での健康の駅づくりだったものですから、こういう形もいいのかなと思

ってお話をさせていただきました。そのようなことを含めながら、健康の駅については今

後いろんな形で検討していっていただくことをお願いをして、私の一般質問は終わります

が、最初の部分だけ答弁いただければというふうに思います。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 それでは、マンパワーということで食改さん、いきいき運動推

進員さんということでございますけれども、これは必要に応じてこういう講習は行ってい

きたいというふうに思います。ただ、人数的な部分がございますので、これは食改さんに

おいても今町内会さんに出ていっている分野がさらに広がっていく、あるいはいきいき運

動員さんについても地域でサロンがどんどん立ち上がって、人数が少なくなっていくと、

そういう状況を鑑みながら、随時必要に応じてマンパワーの養成はさせていただきたいと

いうふうに思います。

〇議長 東 英男君 土田政己議員の質問は休憩後に行います。

１０分間休憩します。

休憩 午前１０時４８分

再開 午前１０時５７分
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〇議長 東 英男君 休憩中の会議を開きます。

土田政己議員の質問を許します。

土田政己議員。

〇土田政己議員 （登壇） それでは、通告に従いまして、大きな項目で４点について質

問をいたします。

第１点目は、ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）の参加による市内農業や地域経済に及ぼ

す影響と交渉参加撤回を求める運動の強化について質問をいたします。安倍首相は、３月

１５日、多くの道民や関係団体の意向に背き、ＴＰＰ交渉への参加を表明しましたが、今

農業関係者だけでなく大学教授や弁護士、一般市民らによるＴＰＰ交渉参加に反対する声

が全国に広がっています。５月２２日、大学教員の会が独自の試算を発表し、ＴＰＰに日

本が参加した場合の影響について、農林水産業と関連産業を合わせて生産額で１０兆５，

４００億円減少し、１９０万人の雇用が失われると言われておりますので、次の点につい

て伺います。

（１）、ＴＰＰ参加による市内農業と地域経済に及ぼす具体的な影響について。

（２）として、交渉参加撤回を求める運動強化の市としての取り組みについて伺います。

大きな２番目に、生活保護法改正の主な内容と生活保護基準引き下げによる市民生活へ

の影響について質問をいたします。

（１）、政府は、生活保護法の改正案を今開かれている国会で成立させようとしており

ます。この改正案は、１９５０年にこの制度が始まって以来の大幅な変更だと言われてお

りますが、改正の主な内容について伺います。

（２）、政府は、生活保護費の扶助基準を３年間で６７０億円削減することを決め、２

０１３年度は２２０億円の削減を予算に盛り込みました。生活扶助基準の引き下げは、各

種制度にも大きな影響を与え、国民生活全体を悪化させるものだと言われておりますので、

市民生活への具体的な影響について伺います。

大きな３点目に、風疹予防接種の費用の助成について質問いたします。風疹の流行拡大

がとまらず、患者数が５月２６日現在、全国で８，０００人を突破し、昨年同時期に比べ

３６倍を超える勢いで全国に広がっております。感染の拡大を防ごうと全国の自治体で予

防接種費用の助成をする動きが急速に広がっています。砂川市の実態と風疹予防接種費用

の助成についての考えについてお伺いをいたします。

最後に、４点目として視覚障害者への地デジ対応ラジオの給付について質問いたします。

２０１１年７月から実施されたテレビの地上デジタル放送化でＦＭラジオでテレビ音声が

聞こえなくなり、視覚障害者にとって切実な問題となっています。地デジに対応したラジ

オは製品化されましたが、視覚障害者が使用しやすい機種は２万円を超える金額になり、

購入することが困難な人が多いのが現状であります。障害者総合支援法に基づき、日常生

活用具の給付や貸与に地デジ対応ラジオを加えることができないかお伺いし、初回の質問
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といたします。

〇議長 東 英男君 経済部長。

〇経済部長 佐藤 進君 （登壇） 大きな１番、ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）参加

による市内農業や地域経済に及ぼす影響と交渉参加撤回を求める運動の強化についてご答

弁申し上げます。

初めに、（１）、ＴＰＰ参加による市内農業と地域経済に及ぼす具体的な影響について

でございますが、本年３月１５日、国が公表いたしました農林水産物への影響試算により

ますと、農産物の生産減少額は約２兆７，０００億円、品目別の影響額で最も大きい米で

生産減少額は１兆１００億円と試算されております。また、３月１９日に公表されました

北海道農政部の試算によりますと、ＴＰＰ参加による北海道での影響額は、米はアメリカ

やオーストラリアからの輸入により道内生産量の３割が輸入品にかわり、輸入品との競合

で価格が安くなることにより生産額の５割、５９７億円の減少と試算されております。ま

た、酪農につきましてもバター、チーズ等の乳製品は外国産と品質格差がないことから、

ほぼ全量が外国産に置きかわることにより加工乳の生産が大幅に減少し、生産額の４５％、

１，１７５億円の減少、その他小麦、てん菜、でん粉原料用バレイショ、小豆、牛肉、豚

肉なども大きな影響を受け、北海道全体の農産物の影響額は４，７６２億円、関連産業や

地域経済を含む影響額は１兆５，８４６億円、農家戸数が２万３，０００戸減少すると試

算されております。北海道が平成２２年１０月に公表した試算影響額２兆１，２５４億円

より減少した理由といたしましては、前回は全ての国に対して関税率がゼロになることを

想定し、試算しておりましたが、今回はＴＰＰ交渉参加１１カ国に絞って試算したためで

あります。また、ＴＰＰは、農業だけでなく金融、医療、保険、雇用などの分野の規制緩

和が含まれ、地域経済にも大きな影響が懸念されております。市内農業における影響につ

きましては、北海道農政部の試算を当てはめますと当市の米生産額が５割減少し、加工乳

の大幅な減少により生乳生産額が４５％の減少となり、市内農家の約７割が影響を受ける

ものと見込まれるところであります。また、農業、農業関連産業以外にも規制緩和等によ

り商業、金融、保険、運輸など地域経済にも大きな影響が見込まれるところであります。

次に、（２）、交渉参加撤回を求める運動強化の取り組みについてご答弁申し上げます。

これまでのＴＰＰ交渉参加反対運動への砂川市として取り組みにつきましては、平成２２

年１１月に岩見沢市で行われました空知管内農協組合長会、空知農民連合主催のＴＰＰ交

渉対策空知農民緊急集会デモへの職員の参加や平成２３年１０月の「ＴＰＰ参加・断固反

対」郷土の空知を守るキャラバン行動への参加、本年３月にはＴＰＰ交渉参加に反対する

緊急道民集会デモに農業委員の参加をいただいております。さらには、北海道市長会及び

空知地方総合開発期成会を通じてのＴＰＰ協定交渉参加に関する緊急要請活動や農業関係

団体等による講演会、集会への参加、農民運動北海道連合会主催のＴＰＰシンポジウムへ

の後援などにより積極的に反対運動に取り組んでまいりました。また、砂川市議会におか



－97－

れましても、平成２２年第５回臨時会及び平成２５年第１回定例会でＴＰＰ交渉参加反対

を求める意見書が可決されており、議会、行政、農業者、農業関係団体等が一丸となり、

オール北海道でＴＰＰ参加阻止に向けた運動に取り組んでまいりました。今後も各種団体

等が主催する講演会や集会への後援や担当職員の出席等により行政として取り組みを図っ

てまいりたいと考えております。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 （登壇） 大きな２から大きな４についてご答弁を申し上げま

す。

初めに、大きな２の生活保護法改正の主な内容と生活保護基準引き下げによる市民生活

への影響についてご答弁申し上げます。（１）、生活保護法の改正の主な内容についてで

ありますが、今回の生活保護法の改正につきましては、保護の決定に際してより実効ある

不正の防止、医療扶助の実施の適正化等を図ることにより国民の生活保護制度に対する信

頼を高めるとともに、被保護者の就労による自立の助長を図るため、生活保護法の一部を

改正する法律案として現在開会中の国会に提案され、審議が行われているところでありま

す。提案されている改正案の主な内容でありますが、初めに保護の決定に係る手続の整備

として、保護の開始の申請、開始の決定等に当たっての申請書の提出等に係る手続の整備

や保護の実施機関は必要があると認めるときは要保護者、扶養義務者に対して資産や扶養

状況などの報告を求めることができるものとする条項が新設されております。また、官公

署等に対し、税や年金などの必要な資料の提供を求めることや銀行、信託会社等に資産な

どの報告を求めることができるなどの条項も新設されております。次に、医療扶助の方法

に関することとして、医師が後発医薬品の使用を認める場合、被保護者に対して可能な限

り後発医薬品を使用するよう促すことや指定医療機関制度についてその指定及び取り消し

に係る要件の明確化などが追加されております。そのほかにも、就労による自立に関する

こととして、安定した職業につくことにより保護からの脱却を促すための給付金の創設や

健康、生活面等に着目した支援として、被保護者はみずから健康の保持及び増進に努め、

また生計の状況を適切に把握することなどが加わっているところであります。以上が今回

の生活保護法改正案の主な内容であります。

続きまして、（２）、生活保護基準引き下げによる市民生活の影響についてであります

が、今回の生活保護基準額の改正につきましては、生活扶助基準の適正化の観点から見直

しが行われ、本年８月から改正されることになったところであります。新しい基準につき

ましては、今後３年間をかけて段階的に移行することとしており、その間はこれまでの基

準額と新たな基準額を用いて段階的に移行されるところであり、生活扶助額につきまして

は３年間で約６７０億円が削減され、加えて期末一時扶助につきましても約７０億円が削

減され、合わせて約７４０億円が削減されるところであります。このことによる市民生活

の影響につきましては、厚生労働省より「生活扶助基準の見直しに伴い、他制度に生じる
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影響について」の通知があり、その中で影響が生じる可能性があるものとして個人住民税

の非課税限度額等のほか、準要保護者に対する就学援助など生活保護の基準を例に給付を

行うものなどが示されており、このほかにも保育料、国民健康保険料、介護保険料の減免

制度などが考えられるところであります。なお、これらに対する国から示された対応方針

としまして、個人住民税の非課税限度額等につきましては平成２６年度以降の税制改正に

おいて対応することとしており、非課税限度額を参照しているものについてもこの改正を

踏まえて対応することとしております。このことから、砂川市としまして国の対応方針を

踏まえ、実態を十分考慮しながら、今後影響が出ると思われる状況に応じ、関係部署と連

携を図りながら対応を検討していかなければならないものと考えております。

続きまして、大きな３の風疹予防接種費用の助成についてご答弁申し上げます。現在砂

川市における風疹の予防接種につきましては、予防接種法に基づき、１歳児及び小学校入

学前１年間の合計２回の予防接種を自己負担することなく受けることができます。風疹に

係る予防接種制度の変遷などから、予防接種を全く受けていない場合や受けていても十分

な免疫を得ることができないなどの理由で成人になって発症する場合もあります。本年の

感染者数につきましては、６月２日までの累積で全国では９，４０８人の報告があり、昨

年の同時期には１７４人でしたので、約５４倍に増加しております。また、北海道では、

昨年の同時期には感染者はおりませんでしたが、ことしにつきましては７７人の報告があ

りました。滝川保健所管内では平成２０年に１人発症して以来感染者の報告はされており

ませんが、妊娠初期に感染すると胎児に障害が出る可能性があることから、婚姻届を受理

する際や母子手帳を交付する際に予防接種を促すパンフレットを配布しているほか、ふれ

あいセンターでは電話などによる相談にも応じているところであります。今後も啓発活動

などに努めるとともに、国などからの情報及び感染者数の推移のほか、他の自治体の動向

などを注視し、状況に応じて検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りた

いと存じます。

続きまして、大きな４の視覚障害者への地デジ対応ラジオの給付についてご答弁を申し

上げます。これまで視覚に障害のある方は日常生活に必要な情報の多くをテレビ音声によ

り入手しており、このためテレビ音声の受信可能なＦＭラジオを情報入手手段として活用

されておりましたが、平成２３年７月からテレビ放送の地上デジタル化に伴い、従来のＦ

Ｍラジオではテレビ音声を受信することができなくなりました。こうしたことから、国で

は地デジ対応ラジオの製品化に向けた助成を開発企業に行い、平成２４年９月より視覚障

害者向けに配慮された地デジ対応ラジオの販売が開始されたところであります。その後本

年１月に北海道より各市町村に対し、当該ラジオについては障害者総合支援法における日

常生活用具の要件を満たしており、給付の対象とすることが可能である旨厚生労働省の回

答があり、実施主体である市町村の判断により地域のニーズ等を勘案の上、必要に応じて

追加することが可能であるとの通知があったところであります。現在砂川市では、砂川市
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障害者地域生活支援事業実施規則に基づき、日常生活用具給付等事業を行っており、視覚

に障害のある方を対象とした日常生活用具につきましては電磁調理器や盲人用体温計、体

重計など１２品目を給付対象としているところであります。ご質問のありました地デジ対

応ラジオにつきましては、現在まで対象となる方などから給付の要望や問い合わせがなか

ったことから、給付品目に加えておりませんが、今後ニーズ等を確認しながら情報、意思

疎通支援用具の給付品目として検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

〇議長 東 英男君 土田政己議員。

〇土田政己議員 ご答弁をいただきましたけれども、２回目の質問をさせていただきます。

まず、ＴＰＰ交渉参加による市内農業と地域経済に及ぼす具体的な影響についてであり

ますが、ＴＰＰは例外なき関税、非関税障壁の撤廃が大原則であります。関税ゼロとなれ

ば、先ほどもお話ありましたが、政府の試算でも農業生産額は３兆円も減少して、農業自

給率も２７％まで低下すると言われております。砂川市の農業で大きな影響を受けるのは、

米、酪農、牛乳、乳製品、豚肉、ソバなどがあると思いますけれども、事務報告書による

と昨年度の作付面積と頭数は米が４４４ヘクタール、乳用牛が３９０頭、豚は１，４２８

頭、ソバは２５８ヘクタールとなっておりますが、それぞれの具体的な影響額についてお

伺いをしたいというふうに思います。

それからまた、交渉参加撤回を求める運動では、これからの運動が極めて重要だと思っ

ております。ＴＰＰ交渉参加に向けてアメリカとの事前協議では、米、乳製品、砂糖など

重要農産物の関税で何ひとつ保証を得ることができませんでした。一方、日本の交渉参加

の条件とされた入場料、つまり牛肉、自動車、保険の３分野でアメリカの要求を丸のみに

してしまいました。しかも、ＴＰＰ交渉と並行して自動車、保険、投資、知的財産、政府

調達、衛生植物検疫などの非課税措置の撤廃緩和に向けた日米２国間の協議を行い、ＴＰ

Ｐ交渉の妥結までにまとめることをアメリカに約束されてしまいました。非関税措置の撤

廃では、混合診療や医療への株式会社の参入、公共事業の地元優先発注の撤廃、食品の安

全基準や自動車排気ガスの規制が大幅に緩和されるなどが標的にされております。今地球

規模で食料不足が大問題になっているとき、自国の農業を壊し、食料を外国に頼る国にし、

雇用も地域経済も破壊する亡国の道を進むことは絶対に許せません。公約違反のＴＰＰ交

渉参加を直ちに撤回することを求め、全道民的な運動が今重要になっております。

そこで、具体的な運動としてお伺いいたしますが、米輸入阻止のときのように砂川市の

市役所庁舎にＴＰＰ参加撤回を求める懸垂幕を掲げるお考えはないか伺います。また、６

月１５日、東京大学の鈴木宣弘教授、北海道大学の飯澤理一郎名誉教授などが呼びかけた

ＴＰＰ参加撤回を求める１万人道民集会が開かれる予定になっております。この道民集会

には北海道の農協、漁協、森林組合、農業会議、土地改良区など農林漁業団体のほか、北

海道医師会、歯科医師会、薬剤師会、生活協同組合など多くの団体が賛同しております。
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この道民集会に砂川市として賛同団体になるお考えはあるのか、またこの集会に関係職員

を派遣するお考えはあるのかお伺いします。今全道各地では、行政、農業団体、商工会議

所、医師会、歯科医師会、建設協会などが連携して党派を超えてオール北海道でＴＰＰ交

渉参加阻止のために首長を先頭に地域の集会、シンポジウム、懇談会などの運動を展開し

ておりますが、砂川としてそのような取り組みをするお考えはあるのかどうかお伺いをい

たします。

〇議長 東 英男君 経済部長。

〇経済部長 佐藤 進君 まず、市内に及ぼす影響額ということで、砂川で一番多い米、

そして酪農の部分で生乳の部分を試算しております。先ほどご答弁申し上げましたように、

道農政部の試算、これを砂川の経営に当てはめた中での試算でございますが、米の影響は

平成２４年産水稲作付面積４４４ヘクタール、米の生産額が約５億６，０００万円でござ

います。この５０％の減少率でありますので、約２億８，０００万円が影響を受けるもの

となります。次に、酪農では生乳の生産額が約１億６，０００万円でございます。それの

４５％の減少率と言われますので、７，２００万円と試算しております。また、影響を受

ける農家戸数は１９５戸程度と想定しているところでございます。

次に、懸垂幕などの考えというご質問でございます。道内では農業、漁業関係団体初め、

消費者団体、あるいは経済関係団体、労働関係団体、医療関係団体を含め、道を先頭にオ

ール北海道でＴＰＰの参加には反対しておりますが、残念ながら日本経済連合会など、輸

出産業を中心に参加に賛成している業界団体等もあります。また、関税撤廃を前提といた

しますＴＰＰは、農業のほか金融、保険、医療など幅広い分野に影響いたしますことから、

地方公共団体の範囲だけでなくオール北海道での動きが重要となり、要請行動となるもの

と捉えております。また、北海道市長会は、３月１５日の政府のＴＰＰ協定交渉への参加

表明を受けまして、広く国民的議論を尽くすとともに、食の安全、安定供給、自給率の向

上に配意し、北海道農業、農村の持続的な発展に支障が生じると見込まれる場合には交渉

から撤退するなどの対応を行うことを要請しておりますので、今後におきましても北海道

市長会としてまとまった形で行動すべきものと考え、単独で懸垂幕を掲げることは現在考

えておりませんので、ご理解賜りたいと存じます。

次に、６月１５日の道民集会の関係でございます。各種団体等が主催いたしますこの集

会等の後援についてでありますが、平成２４年２月に開催されました道民運動北海道連合

会主催のＴＰＰシンポジウムへの後援団体となる取り組みをしておるところでございます

ので、今後におきましてもこの種の後援要請を受けた段階では検討させていただきたいと、

そのように考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

最後になりますが、市で集会等の開催の考えはということでございます。市内の関係機

関や団体などが加盟します、いわゆる上部団体ではＴＰＰの参加反対という立場をとって

いるところが多く、全道的に呼びかけてオール北海道の実行委員会組織で決起集会などが
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実施されております。市長会としても後援として参加し、各市町村から要請ある中で私た

ちも参加しております。引き続きこのような決起集会が開催されれば、当市としても参加

するものでございます。したがいまして、市内の関係機関や団体での実行委員会組織によ

る決起集会でなく、広い範囲で全道的な組織による集会となるものがやはり国に対しても

インパクトがあるものと考えておりますので、オール北海道的な集会等が効果があると考

えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長 東 英男君 土田政己議員。

〇土田政己議員 砂川市の農業への具体的な影響については米、酪農についてお伺いしま

したけれども、そのほか豚やソバについては試算できないということなのでしょうか、そ

の辺もう一度お伺いしたいと思いますし、それから地域経済全体に及ぼす砂川市の影響額

というのは、これもなかなか計算できないということなのか、その辺についてもう一度お

伺いをしたいというふうに思っています。ただ、米だけでも２億８，０００万を超える影

響を受けますし、酪農でも７，２００万という大きな影響があるということが明らかにな

りましたので、砂川市の農家の１９５戸に影響が出るということですから、これは地域農

業が崩壊するということが明らかであります。したがって、今お話ありましたようにオー

ル北海道の運動を展開していく必要があると思うのですけれども、先般ペルーで開かれた

ＴＰＰ拡大交渉会議で次回マレーシアの日程が７月１５日から２５日と決まったわけであ

りますが、日本が交渉に参加するにはアメリカの議会の手続が終わるのを待たなければな

らないというので、これが早くても７月２３日以降にならないと決まらないということで、

合流できるのは早くても２日半しかないということで、既にこの拡大交渉は２０１０年３

月から始まって、ペルーの会議で１７回目なのです。アメリカなどの１１カ国は年内の交

渉妥結に向けての協議を加速させている中で、その中に今日本が飛び込んでいく、日本の

ハンディは大き過ぎるし、国民に対する説明も極めて不十分なまま参加するということは

我々も絶対に許されないのだというふうに思っています。先ほどご答弁ありましたように、

市議会も３回にわたって反対の意見書を議会でも上げておりますし、農業委員会でも建議

書が上げられております。公約違反のＴＰＰ交渉は断固撤回すべきだというふうに思って

おりますが、参加阻止に向けた決意を改めてお伺いをしたいというふうに思っております。

それから、砂川市の具体的な取り組みでは、懸垂幕はなかなか掲げられないということ

ですけれども、当時中川市政のとき、いわゆる保守市政と言われた市政ですけれども、米

輸入自由化阻止について大きな懸垂幕を市庁舎に掲げて反対運動を展開された経過が砂川

でもあります。今のＴＰＰ交渉参加は、当時は米の輸入自由化だけでしたけれども、今回

は米だけでなくて農業全体、あるいは農業だけでなくて金融や医療を含めて大きな影響を

北海道経済、地域経済に与えるという点であれば、本当にオール北海道の取り組み、オー

ル砂川の取り組みが必要になってくるのではないかというふうに思っています。安倍首相

が交渉参加を言ったからといって、これで交渉参加が決まったわけではありません。これ
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からが反対運動の正念場であり、我々は地域でもきめ細かい集会や運動を展開しながら全

道、全国に向けての大きな運動に発展させていく必要があるというふうに思っております

し、全道市長会は大きな市もあって、いろいろ意見の違いもありますが、空知の市町は農

業が中心のまちであり、農業が破壊されれば地域経済は崩壊するということで、何として

も空知の農業、地域農業を守っていくという点からいっても、この運動は非常に大事でな

いかというふうに考えますので、このあたりもう一度その辺のお考えについてお伺いをし

たいというふうに思っております。

〇議長 東 英男君 経済部長。

〇経済部長 佐藤 進君 まず、１点目に影響額の関係でございますが、答弁でも申し上

げましたように、道農政部の試算をもとに当てはめさせていただいております。そういう

中で、金融、医療、保険含めまして地域経済の試算については大変難しい状況になってお

りますので、その辺についてなかなか試算できておりませんので、ご理解お願いしたいと

思います。

次に、ＴＰＰ反対に対する決意というお話でございます。ご案内のとおり、北海道の農

業を守るということで北海道を頂点に取り組んでいるところでございます。砂川につきま

してもこの間、先ほど来答弁させていただいておりますいろんな集会等々にも参加させて

いただいております。そういう中、今回の市長会のほうの要請におきましても、あくまで

本道農業、農村に持続的な支障が生じると見込まれる場合には交渉から撤退するなどとい

うような対応も要請しているところでございますので、まさに北海道の農業を守るという

ことにおいては従来どおりの決意でございますので、その点ご理解をお願いしたいと思い

ます。

それと、最後に懸垂幕の関係でございます。これにつきましても先ほど来、答弁させて

いただいておりますが、オール北海道という立場の中で全体的な立場の中で行動していく、

あるいは市長会をもとに私たち一緒になってまとまった形で行動すべきだろうと考えてお

ります。そういう中で、砂川で懸垂幕ということにつきましても、先ほど来申し上げてお

りますけれども、現在の段階では考えてございませんので、その点でひとつご理解のほど

をよろしくお願いしたいと思います。

〇議長 東 英男君 土田政己議員。

〇土田政己議員 ＴＰＰの問題は、今まさにオール北海道で反対するということで、砂川

市も同じ考えだということですので、私たちも地域農業や地域経済を守るために全力で取

り組んでいきたいと思いますので、これからも市長を先頭にしながら取り組んでいただき

たいということをお願いして、時間がありませんから、次の生活保護の改正の内容につい

て質問をいたします。

ご答弁があったように、今回の生活保護の改正は生活保護の不正受給防止などを目的に

しているようでありますけれども、先ほど答弁がありましたように大きな問題の一つが申
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請時に本人の資産や収入だけでなく、民法上の扶養義務のある親族の扶養状況まで記した

文書を提出することを義務づけたところであります。修正案では必要によってということ

がありますけれども、基本的には変わっておりません。これまで口頭でも認められてきた

申請が文書化の義務づけにより、実質的には門戸が狭まり、生活保護を受ける人が門前払

いを受けることになります。また、記入が不十分なため本当に生活に困窮している人が申

請できないとなれば、これは人権侵害のおそれがある。これは、一般新聞でも報道されて

おります。憲法２５条の生存権と国民の権利を侵害するものだと思いますけれども、この

辺はどうお考えなのかお伺いします。現行法では申請書の記入項目の規定はなく、判例で

口頭での申請も認めています。審査に必要な資産の状況は、自治体が調査するのが原則で

あります。口頭で申請が認められるようになったのも、自治体の中に必要ない書類提出を

求め、申請を断念させた例があったからであります。そもそも家族がいても、扶養を受け

るかどうかは保護の要件ではありません。もし生活保護法が改正されれば、受給要件と関

係のない親族から援助の有無なども調べ、記入する必要が出てきます。大幅に負担がふえ

る上で申請者に心理的な圧迫感を与えるとともに、路上生活者などは申請そのものが難し

くなります。さらに問題なのは、扶養義務の収入や資産について自治体が金融機関や勤務

先などに報告を求めることができる規定が盛り込まれていくことは極めて大きな問題であ

ります。扶養義務者の資産調査となればプライバシーの侵害も甚だしく、親族に迷惑がか

かると申請を諦める人も出てきます。悲惨な餓死事件が後を絶たず、貧困の連鎖を広げる

社会にしておきながら、最後のセーフティーネットの申請さえ妨害することは絶対許され

ないことだと思いますが、この点についてのお考えも伺います。

それから、（２）の生活保護基準の引き下げについては、８月の実施なので、具体的に

は３年かけて順次やっていくからということでありますけれども、年末一時扶助金の削減

については具体化されているのでないかというふうに思いますので、そのことについてお

伺いいたしますのと、市民への影響については、先ほどお話がありましたように、最低労

働賃金も含め、就学援助や多くの関係にも影響するということでありますけれども、今物

価が上がって市民生活が大変になっているときにそういうことも引き下げられるというこ

とは非常に大変な影響があるのだろうと思いますが、その辺についてもう少し詳しくお伺

いをしたいというふうに思っています。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 それでは、順次お答えをさせていただきたいと思います。

まず、憲法違反、人権侵害ということのお話でしたが、こちらのほうは、本当に憲法違

反であれば、実際にそれを判断できるところは恐らく今の法制上は最高裁判所の判例とい

うことになろうかと思いますので、こちらのほうについては生活保護法が改正されれば私

どもケースワーカーは粛々とそのとおり事務を進めていくということでございます。

続きまして、申請手続の関係でございますけれども、こちらのほうにつきましても今ま
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で省令で行われていました申請、あるいは先ほどお話ありました口頭申請、これも今現在

厚生労働省から入っています情報によりますと、この法案が通ったにしても手続上は変わ

らない。その運用に基づいて口頭申請を受けても構わないというようなことで入っており

ますので、少なくともこの法案が通った後に施行令、施行規則というのが随時こちらのほ

うに発出されると思いますので、その内容を精査した上で粛々と事務を進めてまいりたい

というふうに思っておりますので、大きく何かが申請の段階で変わるということは余りな

いというふうに考えておりますし、私ども特にケースワーカーとしても必要な方が申請を

された場合はそれは生活保護を受給していただくと、これはこの生活保護法が変わっても、

あるいはそれ以前の法律においても恐らく法の趣旨からいくとそれは変わらないという判

断をさせていただいておりますので、そのような取り扱いをさせていただきたいというふ

うに思っております。

それから、３点目の年末扶助の関係、今回生活保護基準で生活扶助と年末扶助の関係が

８月から減額ということになっておりますので、ここの具体的な数字につきましては一応、

今厚生労働省から来ております数値でいきますと、砂川市が３級地１という級地に定めら

れておりますので、今までの例でいきますと１人当たりの単価、これを人数分掛けるとい

うような形になっておりますので、例えば改正される前においては１人当たり１万１，６

３０円と、これが単純に２人、３人、４人と掛けられていきますので、２人ですと２万３，

２６０円、３人ですと３万４，８９０円と、こういう形でふえていくことになりますけれ

ども、新基準に基づきますと、今度は１人当たりということではなくて何人で幾らという

ことになりますので、例えば１人であれば１万１，０７０円、これは５％ほど減額という

ことになります。それから、２人であれば１万８，０４０円、これは２２％ほどの減額に

なるかと思います。また、３人であれば１万８，６００円と、こちらのほうは４７％ほど

の減額と。ですから、人数がふえればふえるほどこの減額率は多くなっていくというよう

な基準が現在示されているというところであります。

それから、最後になりますけれども、市民への影響ということでございますけれども、

特に一番大きなものは非課税世帯、生活扶助が下がることによって今まで非課税だったの

に課税世帯になってしまうと、こういうところかと思いますが、こちらのほうは税制改正

のほうで恐らく何がしかの補填がある、あるいは非課税にならないようなことになるのか、

それは税制改正の中で判断されるということでございますので、それ以外のものにつきま

しては今生活保護の基準も実際にどれぐらいになるのかということは金額的にはわかって

いますけれども、若年者は少し上がっております。やっぱり働き盛りから高齢になるにか

けて生活扶助費というのが下がっておりますので、その世帯、その世帯で若干ふえる世帯

もあれば下がる世帯もあるということでございますので、この辺の影響は確実にその辺を

つかんでから、庁内的にもその情報共有をして、必要があればその対応をさせていただき

たいということでございます。
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〇議長 東 英男君 土田政己議員。

〇土田政己議員 生活保護の関係では、部長は今までの対応と変わらないというふうに言

われますけれども、それでは法を改正する意味はないのです。だから、生活保護法が改正

されたということは、目的にもありますように不正受給を防止するということで非常に厳

しくされたということですから、そういうことにはならないのだろうというふうに思いま

す。もし本当に不正防止をするのであれば、ケースワーカーを増員したり行政機関同士の

連携を強化することが優先されるべきであって、法の改正によって縛るというのは本当に

人権侵害にもなりかねないというふうに思っています。ことしの５月に国連から日本政府

に対して、生活保護申請が抑制されているということで懸念が表明されて、国連から申請

を簡素化することなどの勧告が出されておりますが、ご存じでしょうか。生活保護法が改

正されることによって非常に生活保護を受けにくくなるし、親族にも調査が及ぶというこ

とは、先ほど弁護士会なども言っていますようにプライバシーの侵害にも当たり、行政と

して調査するにしても大変だというふうに思いますけれども、そういうことにもなりかね

ませんので、そこのところは本当にこれまでの状況と変わらないのであれば法律を改正す

る必要はないわけで、ここは本当に国がそういう方向をとったしても、市としては温かい

行政を進めていただきたいなというふうに思っています。

次に、今回の生活保護基準の引き下げ、今言われましたように年末扶助金が１人の場合

は５％で若干減るけれども、２人世帯になると２２％、３人になると半分に減らされると。

今でも本当に厳しい生活の中で最低の生活をしている人たちの暮らしが大変な状況になる

わけですので、これらについても弊害が非常に大きいのではないかなというふうに予想さ

れます。また、非課税の問題、住民税の非課税基準の問題などは税の改正との関係とも言

われますが、しかしこれらは全て最低賃金やら非課税にも大きな影響を与えることが明ら

かでありますので、国に対して本当に市民生活に影響ないようにしっかり求めていってい

ただきたいし、また今回の生活保護の改正案については参議院で廃案に追い込むように運

動も展開していきたいなというふうに思っておりますので、そういう立場で取り組んでい

ただきたいなというふうに思います。その辺についてお伺いします。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 まず、私のほうで先ほどご答弁申し上げました申請についての

関係については、これは申請に特筆してお話をさせていただきまして、本当に必要な方に

ついては、それは生活保護を受給していただくと、これは生活保護法が今変わってもそれ

は変わりませんというお話をさせていただきましたので、今までも口頭申請というのは省

令できちんと決められたものが生活保護法にきちんと明記をされたということでございま

すから、ここの部分については変わらないように必要な方については受給をいただくとい

う趣旨でお話をさせていただいたところであります。

それから、今の改正等に絡んで国に対して求めてほしいということでございますけれど
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も、今の生活扶助、年末扶助の減額ということについては、いずれも国の執行権で補正予

算が既に通っておりますので、ですから実際にこれは国がそのときの情勢に応じて、もち

ろん上がることもあるでしょうし、今回は特に年末扶助については大幅に下がっていると

いうことでございますけれども、これはその情勢を鑑みながら下げているだろうというふ

うに私どものほうは考えておりますので、実際にそういう形でなければこちらのほうも粛

々とそういう業務を進めていけないということもございますので、こちらのほうはまず生

活扶助も含めた影響をまだ十分に掌握しておりませんので、そういうものも含めて、何か

そういう対策がとれるかどうかというのはこれから考えていきたいというふうに思います。

〇議長 東 英男君 土田政己議員。

〇土田政己議員 時間がありませんから、次の３点目に移ります。

風疹予防の費用助成についてでありますけれども、開業医でつくる全国保険医療団体は、

風疹の定期接種を受けていない人に対し、予防接種法に基づく風疹の臨時接種を公費で実

施するよう求めております。また、少なくとも妊娠を予定、希望する女性及び同居する男

性に対しての公費での接種費用の助成などを要望しております。これは、子育て支援の一

環にもつながる事業として接種費用の助成が必要ではないかというふうに思っています。

今風疹の感染を防ぐには予防接種しかないというふうに言われておりまして、しかし１回

に５，０００円から１万円かかるので、受けない人が多いと。これでは風疹がどんどん広

がっていくので、北海道内の市町村でも助成する自治体が今ふえてきておりますが、その

辺の状況もあわせて砂川市のお考えをお伺いします。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 この助成の考え方については、先ほどご答弁申し上げたとおり、

発症する方あるいは近隣の状況を見定めてということで、特に滝川保健所管内ではまだ発

症例がことしに限っていえばありません。以前は平成２０年にお一人ということでしたの

で、その辺は見定めたいと思います。それから、私どものほうで押さえております道内の

助成につきましては、市で３市、これは苫小牧市、室蘭市、北斗市、それから町ではむか

わ町ということで、それぞれ８，０００円から９，０００円ほど接種するお金がかかるの

ですけれども、この自己負担をそれぞれ２，０００円から３，０００円に押さえていると。

中身的には妊娠可能な年齢の女性の方、あるいはそれに付随するご主人というような状況

になってございます。

〇議長 東 英男君 土田政己議員。

〇土田政己議員 これはどんどん全国的に感染しておりますので、ぜひ助成を検討してい

ただいて、砂川市で感染者が出ないようにしていただきたいなというふうに思っています。

最後に、地デジ対応ラジオの給付についてですけれども、先ほどお話ありましたように

厚生労働省の通知を受けて、北海道の福祉担当者から市町村に速やかに日常生活用具の対

象にそれを追加するよう通知が出ているということでありますので、砂川市ではそういう
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要望がないというふうに言われておりますが、道内で身体障害者手帳の交付受けている視

覚障害者は１万８，０７０人、２０１１年でありますけれども、砂川市にはどのぐらいの

方がいらっしゃるのか、もし要望があった場合にはこれは給付していただけるのか、具体

的にお伺いいたします。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 それでは、まず市内の視覚障害の方、身障手帳をお持ちの方は

６５名おりまして、その中で対象となり得る１、２級の方は４０名ということで押さえさ

せていただいております。今回身体障害者福祉協会のほうにもこういうご要望があるかど

うかというお話をさせてもらいましたら、特段そういうご要望も問い合わせもないという

ことでございました。ただ、ご答弁でも申し上げたとおり、現実的にそういう方がおられ

れば、これは今は対象になっておりませんけれども、対象にするべく対応させていただき

たいというふうに思っています。

〇土田政己議員 ぜひそのようにしていただきたいと思います。

これで質問を終わります。

〇議長 東 英男君 水島美喜子議員の質問は休憩後に行います。

午後１時まで休憩します。

休憩 午前１１時５５分

再開 午後 １時００分

〇議長 東 英男君 休憩中の会議を開きます。

水島美喜子議員の質問を許します。

水島美喜子議員。

〇水島美喜子議員 （登壇） 通告に従いまして、一般質問をいたします。

大きな１番、地域おこし協力隊の活用等について。このたび砂川市は、総務省の地域お

こし協力隊の制度を活用し、地域外の人材を積極的に誘致し、都市地域の住民を受け入れ、

地域協力活動を行う者として３名を採用すると聞きました。この地域おこし協力隊の方た

ちには、地域力の維持や強化、またその移住、定住を図ることを目的としていることから、

私たちも砂川市における意欲的な活躍を大いに期待しているところでございます。そこで、

地域おこし協力隊のこれからの具体的な活動予定について伺います。

大きな２番、病児、病後児の保育等について。病児、病後児保育とは、風邪や発熱など

保育所では預かってもらえない軽度の病気のときや病気が治りかけの時期に子供を預かり、

適切な対応とケアができる保育のことです。女性の就業率が高まり、核家族化の度合いが

強まっている昨今、共働きの家庭など突然の発熱や病気の子供を抱え、預け先がなく困っ

ている人も多いのが現状です。病児、病後児保育の実施は、運営を考えると財政的に厳し

い状況が想定されますが、子育て、就労の面からも大切な支援事業であると思いますが、

砂川市の考え方を伺います。
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〇議長 東 英男君 経済部審議監。

〇経済部審議監 田伏清巳君 （登壇） 大きな１番目、地域おこし協力隊の活用等につ

いて、これからの具体的な活動予定についてご答弁申し上げます。

まず、地域おこし協力隊の応募状況についてでありますが、当初１２名の応募がありま

したが、うち１名については募集対象に合致せず、最終的には１１名について５月２８日

に面接を行い、まちなか集客施設活動に２名、商工観光振興活動に１名の採用を決定した

ところであります。ご質問のこれからの具体的な活動予定ということでありますが、まち

なか集客活動の隊員については基本的にはまちなか集客施設ＳｕＢＡＣｏに常駐して、イ

ベントや作品展示などを企画して施設への集客を図っていくとともに、商店会や各個店等

の情報を集約し、訪れた方々に情報提供、情報発信を行い、施設本来の目的である商店街

への回遊促進、さらには商店街活性化の拠点施設として運営するための活動をしていくこ

とを考えております。また、商工観光振興活動の隊員については、みずからまちへ踏み出

し、情報収集を図って、商工会議所から要望のありました地域ブランドの開発、研究、Ｐ

Ｒ、観光協会から要望のありましたイベント企画、観光資源発掘、情報発信強化、さらに

は既存イベントの評価や考察などを含め、新たな視点で商工観光振興につながるさまざま

なまちおこし活動を企画していくことを考えております。これら３名の協力隊員はいずれ

も都市地域から転入されることから、まちなか集客施設活動や商工観光振興活動の中で砂

川にはない新しい風を吹き込み、まちおこし活動を展開してもらおうと考えております。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 （登壇） 大きな２の病児、病後児保育等についてご答弁申し

上げます。

病児、病後児保育につきましては、保育所等に入所中の児童が発熱等の急な病気となっ

た場合及び病気の回復期において保育所等での集団保育が困難な状態にあり、かつ保護者

がやむを得ない事由のため家庭で保育ができない状況にある場合において、一時的に児童

を施設でお預かりして保育を行うものであります。本市における保育所での児童の預かり

については、熱があったり児童の体調が悪い場合は無理をさせないで休ませるよう保護者

にお願いをしているとともに、保育所で発病した場合は保護者に連絡し、帰宅していただ

くこともあり、児童の体調を第一に考えながら対応しているところであります。ご質問の

ありました病児、病後児保育に対する考え方でありますが、お子様を預かる保育所の役割

は共働きの保護者にとってとても重要なものであり、さまざまな保育ニーズがあるものと

考えているところであります。そのような中で、病児、病後児保育につきましては保護者

の子育てや就労を支援する面から大切な事業であると考えているところでありますが、病

児、病後児保育の実施につきましては利用児童に対応するため看護師等の人員配置のほか、

事故防止や衛生面に配慮した専用スペースの整備など、受け入れ基準を満たすための条件

等がありますので、必要性や実施の可能性等を十分に考慮しながら検討してまいりたいと
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考えているところでございます。

〇議長 東 英男君 水島美喜子議員。

〇水島美喜子議員 初めの地域おこし協力隊のことですけれども、１１名の中から３名の

方が採用されたということで、まちなかの集客施設のほうに、そちらの活動のほうに２名

と、あと商工振興活動のほうに１名配置をされるということでございますけれども、それ

ぞれの分野で活動を始められるのですね、それで都市地域から転入された方だというお話

でございました。それで、すぐにそういう方が活動を開始するというのは非常に大変なの

かなと思うのですけれども、活動が円滑に実施されるというように事前に研修的なものを

予定されておられるのでしょうか。

〇議長 東 英男君 経済部審議監。

〇経済部審議監 田伏清巳君 ３名の皆様の研修を実施するのかどうかというご質問をい

ただきました。まず、協力隊員３名の皆様は、今内定といいますか、採用を決定しており

ますけれども、正式には７月１日に砂川市の嘱託職員としての発令をさせていただきます。

その後、ＳｕＢＡＣｏといいますか、まちなか集客施設へ配属になる２名に関しましては、

そのままＳｕＢＡＣｏで勤務をしていただきます。その着任と同時に、ＳｕＢＡＣｏでの

企画立案、事業実施を進めてもらいますけれども、その際はお二人だけに任せ切りにしな

いで、私ども担当、商工労働観光課の職員が一緒に仕事を進める。さらには、５年間の実

績をお持ちの地域交流センターゆうを運営されていらっしゃいますＮＰＯ法人ゆうのベテ

ランスタッフの皆様からアドバイスなどをいただきながら、実務を進めながら基本的なこ

とを学んでいくと、そんな手法を考えております。それから、商工観光振興活動の協力隊

員１名の方は、まずは市役所の商工労働観光課の中に籍を置いていただきまして、私ども

職員のほうからまちの歴史ですとか特色ですとか、そういうようなものを学んでいただき

ながら、関連する団体とのコミュニケーションをしっかり構築してもらう。その上で、特

産品の開発ですとか観光のＰＲなどという実務を進めていただく。したがいまして、事前

の研修というのは実施をいたしませんが、実務を行いながら学んでいってもらう、そんな

手法をとろうと考えております。

〇議長 東 英男君 水島美喜子議員。

〇水島美喜子議員 実務優先で、学びながらということでございましたけれども、砂川市

や、また活動のことを十分に理解していただいて、スムーズに取り組んでいただけるよう

にお願いしたいと思います。

また、採用になりました３名の方につきまして、私の周りの人たちもどういう人が来る

のだろうととても楽しみにしているのですけれども、その方たちの男女の別ですとか年代、

あと都市地域のどこから来たのかとか、またその方たちがどのような特技やスキルをお持

ちなのかなど、差し支えのない範囲で結構ですので、教えていただきたいと思います。

〇議長 東 英男君 経済部審議監。



－110－

〇経済部審議監 田伏清巳君 ３名の皆様の男女別ですとか年代、それから特技、そうい

うようなところですね、守秘義務に反しないレベルでお答えをさせていただきたいと思い

ますけれども、男性が２名、女性が１名です。集客施設のＳｕＢＡＣｏのほうには男性１

名、女性１名が配属になります。この男性の方は、３０代の方で、現在は千葉県千葉市に

在住をされております。ただ、２００６年からことしの２月までイギリスのロンドンに在

住をされておりました。ロンドンに行った目的は、１年間、語学留学といいますか、言葉

の勉強をし、その後飲食店に勤務をされて仕事をしていた。飲食店の勤務をしながらファ

ッション関係、洋裁関係の勉強をされていたということでございます。特技、スキルにつ

きましては、ファッションデザイナー関係ですとか絵画ですとか、それからイベントの企

画などが得意分野であるというお話でございました。それから、もう一人の女性の方は、

２０代でございます。現在札幌市に在住をされておりますが、この方は砂川で勤務をされ

ていた、在住をされていた経験をお持ちです。したがいまして、砂川の中心市街地を熟知

されておりまして、即戦力としてすぐ実施に入っていただけるのかなというふうに感じて

おります。この方の特技といいますか、スキルは、舞台関係ですとか、それから展示企画

の立案、実施です。資格としては、２級建築士をお持ちでございます。それから、残りの

１名の商工観光振興活動に従事される方は、３０代男性でございまして、現在は札幌市に

在住をされていますが、お生まれは島根県です。全国に五百数十店舗お店を持つ衣料品関

係の販売責任担当者をされていた経験をお持ちで、その関係で在住地は島根県であったり、

山梨県、茨城県、それから長崎県というようなところを経験されているとのことでござい

ました。得意分野に関しては、料理ですとか、それからパソコン、それから仕事柄培った

コミュニケーションの形成、これが私の得意分野でありますというお話でございました。

〇議長 東 英男君 水島美喜子議員。

〇水島美喜子議員 すごいスキルの方たちですね、ファッションだとか、また語学でロン

ドンに行ってお勉強されたとか、非常に興味深い方たちだなと思いました。また、砂川在

住だった方もいらっしゃるとかということで、２級建築士という、すばらしいですね。ま

た、３０代の男性で島根県の出身とか、販売の経験があるとか、本当に砂川には余りない、

いろいろなタイプの人材なのかなと思います。そういう方が採用されて、とても楽しみで

ございます。まちなか集客施設には展示やデザイン系のスキルのある人が配置をされたよ

うですけれども、私たちが例えばその施設を活用しようとするときに団体などに対してこ

の方たちがアドバイスですとか、あとこういうふうにしたらいいのではないでしょうかと

か、こういうときはどうしたらいいのでしょうかとかというような相談にも乗っていただ

くということは可能なのでしょうか。

〇議長 東 英男君 経済部審議監。

〇経済部審議監 田伏清巳君 まず、まちなか集客施設ＳｕＢＡＣｏの目的そのものは、

先ほど１回目にご答弁させていただいたとおり、中心市街地での購買につなげるために、
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商店街の皆様の商店会の会そのものであったり個店であったりというＰＲをさせていただ

きたいというところに主たる目的があるのです。ただ、それだけではなかなか、お客様た

ちに毎回毎回ＳｕＢＡＣｏに足を踏み入れてもらうことは果たしてどうなのかなというと

ころもありまして、付加価値、付加要素といたしまして次の魅力づくりとして、市民団体

の皆様の作品展示ですとか、また作品だけではなくて何かイベントの開催ですとか、そう

いったものをぜひ行っていただきたいというふうに考えているのです。当然そうなります

と、そこに常駐されます地域おこし協力隊の皆様と市民団体の皆様のコミュニケーション

というのは大歓迎でございます。ご質問のありましたアドバイス、相談等でありますけれ

ども、ではこれでプロで活躍されている方かというとそうではない部分もありますけれど

も、私ども面接などをさせていただいたところによりますと非常に経験を踏んでいらっし

ゃるなというところがありますので、まずはＳｕＢＡＣｏを使ったときの作品の展示です

とかイベント等の展示の仕方や企画の仕方というところのアドバイスというか、一緒に相

談に乗るというような部分というのはぜひご活用していただきたいと思いますし、それか

らこのお二人の方たちも仕事をしながら成長されていくという部分もありますので、逆に

相談をしていただきながらお互いに大きくなっていく、よりよいものにしていくというよ

うなところを目指しております。したがいまして、もしご相談があれば、可能な部分であ

ればぜひアドバイス等々、相談に乗らせていただきたいというふうに考えているところで

ございます。

〇議長 東 英男君 水島美喜子議員。

〇水島美喜子議員 それは、とても心強いことだと思っております。いい企画とかアイデ

アを期待しておりますし、コミュニケーションというようなお話もありましたので、また

変わった形でのいろいろなかかわりができてくるのかなと思っております。商店街の情報

を得ながら作品展示ですとかイベントなども見れるようになるということなのですね。そ

れだけではなくて、たくさんの人が参加もできる、見るだけではなくて参加もできるとい

うようなお話でしたので、いろんな面で楽しめるのかなとも思いますけれども、商店会を

中心とした新たな形の交流の場を本当に期待しております。

私たちの会派で昨年、喜茂別町に視察に行ってまいりました。そこは、１０人の地域お

こし協力隊の方が２年間、地域住民とともにまちおこし活動に従事をして、８名の方が定

住されたのです。すごい成果だと思います。また、受け入れる自治体も大変なご苦労があ

ったかと思いますけれども、意外にも町役場の担当の方たちは協力隊に対しまして自立の

ことも考えて、みずから考え、そして行動することが大事なので、過保護にならないよう

に気をつけていたということだったのです。そういうふうにおっしゃって、ちょっと驚き

ました。一生懸命親切にお世話をしていたことを想像していたものですから、余りいろん

なことに口を出したりとかしないで、みずから行動するようにというようなお話をされて

いたので、ちょっとびっくりしたのですけれども、協力隊の方たちにもお会いしまして、
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そこで皆さんつらかったことは何ですかというふうに何人かの方にお聞きしたのですけれ

ども、雪とか交通の便がとか、そういうお話も出てくるのかなと思ったのですが、意外に

住民の方たちから受け入れてもらえずに孤立してしまうときというような言葉が返ってき

ました。また、困ったことがあったとき誰に相談をしていいのかがわからなかった、そう

いうこともあったということで、でも仲間との交流があったので、とても心強かったとい

うお話でございました。こういうことから、複数の採用ってとてもいいことなのだなと思

ったのですけれども、生活支援というのは当然のことなのですけれども、見ず知らずの土

地やなれない人たちの中で大変つらいことも多いと懸念されます。そこで、メンタル面で

のケアがとても重要であると思います。砂川市はそういう面でどのようにお考えでしょう

か。

〇議長 東 英男君 経済部審議監。

〇経済部審議監 田伏清巳君 実は、私どもの商工労働観光課の担当職員も昨年、地域お

こし協力隊の道内の先進地であります喜茂別町、それからニセコ町さんへ昨年秋にお伺い

をさせていただきました。お伺いさせていただいて、担当の役場の職員の方、それと地域

おこし協力隊員ご自身にも別々にヒアリングをさせていただいたのです。水島議員さんお

っしゃるように、これは全く一致しているのですけれども、自立をその先目指すと。マッ

クス３年間ですから、その先は自分たちで何かを考えなければならないのです。地域おこ

し協力隊はあくまでも定住が目的ですよね。仕事というのは手段ですから、そのためにも

極端に過保護になっていけないというのは、やはり同じ言葉を頂戴してきました。さらに

は、余りかかわり過ぎて、彼らにもプライベートですとかプライバシーがあるわけですか

ら、過干渉もよくないとおっしゃるのです。ただし、過干渉と過保護を注意しながら、や

はり心の部分のケアは絶対大事であるというお話もいただきました。うちの場合は、お一

人は若干砂川のことを経験されていますけれども、残りお二人は全く砂川のことがわから

ない、親戚縁者も一切いないという状況で入ってまいりますので、お一人になったときな

んかというのは、カルチャーショックもあったり、都会からこういう小さいまちに来ます

ので、そういった部分で非常に寂しい思いをすることもあろうかなと思うのです。目的で

あります観光の振興ですとか、それから特産品の開発ですとか、または商店街のＰＲなん

ていうところで新しい風を吹かせていただいて思いっきり活躍してもらうためには、やっ

ぱりそういう心配事というのは取り払わなければならないと考えるのです。そのためには、

いろんな方のつながりが大事だと思いますけれども、まずは私ども商工労働観光課の職員

たちがその３人の方に声かけをさせていただいて、また聞く耳を持って相談相手となって、

メンタル面のケアを担当させていただいて、順調に仕事が進むという方向を意識したいと

いうふうに考えております。

〇議長 東 英男君 水島美喜子議員。

〇水島美喜子議員 過干渉とか過保護という、そういう基準というのも非常に難しいこと
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なのかなと思いますけれども、どうぞしっかりと支えてあげていただきたいと思います。

地域おこし協力隊の活用は、砂川にとって今までにない、いろいろな分野で新しい風が吹

き、商店会やまちなかにも新たなまちおこし活動や支援のあり方が創出されると思います。

意義ある事業をスタートしていただいたと思っております。また、砂川市が一段と活性化

されるように私たちも応援してまいりたいと思っております。期待しておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

次に、病児、病後児保育等について、先ほどご答弁いただきました。砂川市次世代育成

支援地域行動計画というのがありまして、その中の第２節に保育サービスの拡充というの

があります。そこに、ニーズ把握調査の結果、多様なニーズへの対応ということで、乳児

保育、時間延長保育、障害児保育、一時保育、広域保育など、休日保育を除いて砂川では

取り組んでいただいております。第５章の数値目標設定の中にも、乳幼児健康支援一時預

かり、これは病気回復期のほうでございますけれども、そういう項目が入っておりますが、

そのときのニーズ把握調査の中で病児保育の希望というのはどの程度あったのかなと思っ

ております。結構前の調査ですので、もしわかれば教えていただきたいと思います。また、

北海道では札幌市、旭川市ほか２０カ所ぐらいでこの保育形態を実施しておりますけれど

も、近隣では滝川市が保育園で病後児保育、また深川市は市立病院内の専用スペースで病

児、病後児保育を行っております。また、岩見沢では民間の方が運営されております。と

いうようにいろいろな形態がありますけれども、近年保護者の方からこういう保育の形態

の要望の有無などはあったのでしょうか、お聞きしたいと思います。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 まず、アンケートの関係ということでご質問がございましたけ

れども、病児、それから病後児ということでございますけれども、このときのアンケート

結果からいきますと、親族等に預けた、つまり本当は保育所に預けたかったのだけれども、

親族等に預けたので、このときに施設に預けたかったという方が当時の回答者のうち３３．

３％、つまり３分の１が病児保育、病後児保育について希望されていたというふうな当時

の調査ということで結果が出ておりますので、このときの３分の１ということがどれだけ

大きな部分があるかということなのですけれども、ただニーズ的には病児にしても病後児

にしてもそのときには何とか預けたかったという保護者の方が確かに３分の１ぐらいはお

られたという調査結果でございます。ただ、この計画自体には平成２６年度までの計画に

病児、病後児という計画は持っておりませんでしたので、そのものについては計画上は平

成２６年度までは今のところ実施する予定がないということで、ニーズ調査はこのような

ことだったのですが、結果としては計画に入っていないということでございます。

それから、２点目のほかの病児、病後児、例えば病児保育でいきますと深川さんが行わ

れております。ただ、病児保育になりますと医師あるいは医療機関との連携が必要という

ことで、深川市さんの場合は市立病院の中に専用スペースをお持ちになっているというこ
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とで、こちらのほうはかなりハードルの高い部分というふうに考えてございます。また、

滝川市におきましては病後児保育というのを平成２２年から実施をしておりますけれども、

滝川市においては看護師を配置をしまして、専用スペースを持ってその事業を進めている

ということでございますので、空知の中でも近隣では滝川市さんが病後児、深川市さんは

病児保育ということで既に実施をしているというところも押さえてはございます。

〇議長 東 英男君 水島美喜子議員。

〇水島美喜子議員 もう一つあったのですけれども、近年、最近保護者の方からの要望が

あったかどうかということでお願いします。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 大変申しわけありません。実際にはそのようなご要望につきま

しては、担当のほうに確認しましたけれども、特にこういうふうに預けたいというような

部分はなかったということでございます。ということは、入所の時点で、１回目のご答弁

でもお話ししましたとおり、こういう種の部分についてはある程度家庭のほうで対応いた

だくというようなことでしおりにも記入をさせていただいていますので、ですからもとも

と熱がある、病気だという方については病院あるいは自宅での対応、あるいは保育所でそ

ういうような状況が起きても家庭に連絡をしてお引き取り願うというようなこともござい

ますので、もともと計画にないということで特にご要望がなかったのかなというふうには

考えております。

〇議長 東 英男君 水島美喜子議員。

〇水島美喜子議員 わかりました。私の周りの方たちも、できれば職場から帰るのではな

くて、預かっていただけたらありがたいとか、個人的には聞いているのですけれども、市

の方針としてそういうことであればということで、市のほうにはまだ訴えてはいっていな

いのかなと思います。

厚生労働省の病児、病後児保育事業の目的というところで、保護者が就労している場合

などにおいて自宅での保育が困難な場合、病院や保育所などにおいて病気の児童を一時的

に保育をする事業、病児、病後児対応型ほか、保育中に体調不良となった児童の緊急対応、

体調不良児対応型など安心して子育てできる環境を整備し、児童の福祉の向上を図るとあ

ります。あるワーキングマザーに対する調査なのですけれども、仕事と育児の両立で最も

悩むことのトップが子供の病気で遅刻や欠勤をすることがあり、周囲に迷惑をかけること、

これが７２％というトップのことでございました。また、育児休業法により子供が１歳に

なるまで育児休業というのが可能、また３歳児までは短時間勤務が認められていますが、

これは現実的にはとても厳しいものがあるなと思います。第１子の出産後に離職をする率

というのは全国的に６２％と言われております。アベノミクスで成長戦略ではこれは２０

２０年には４５％になるようにという目標を持っているようでございますけれども、ワー

クライフバランスも含めて子育て環境の整備が急務であると思っております。これに関し
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ては経済部になるのかと思いますので、また別の機会にやらせていただきたいと思います。

砂川市は、２４年度の市立保育所３カ所の定員２４０名のところ、下期ですが、２１４

名の入所がございます。２４年度の一時保育の利用状況なのですけれども、ひまわり保育

園でこの一時保育というのは行っております。延べ人数で７３５名の利用状況です。利用

の理由が勤務形態によるということでございます。また、ファミリーサポートセンターの

利用実績なのですけれども、こちらは１５０件という数字が出ております。非常にニーズ

があったということだと思います。女性の就労率や社会進出が増加している昨今なのです

けれども、こういうシステムがいかに必要とされているのかということだと思います。こ

のような時代背景の中で、病児、病後児保育を必要としている家庭も多いと思います。実

施に向けしっかりとニーズ把握の調査をしていただきたいと思います。砂川市は、市立病

院の建設により、ますます医療のまちとして私たちの誇れるまちとなっておりますけれど

も、子供たちのために病児、病後児対応型であるとか、また体調不良児対応型の保育のあ

り方をできれば病院と連携も視野に入れながら、いま一度実施に向けてご検討いただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長 東 英男君 市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 実施に向けてということでございますので、ご答弁をさせてい

ただきたいと思います。

まず、平成２２年１２月議会において同様のご質問を受けまして、これからお話しする

同様のご答弁もさせていただいているのですけれども、まず病児保育につきましては、先

ほどもご答弁させていただいたとおり、病院との連携あるいは医師との連携と、これが必

要になってきますので、今市内３カ所ある保育所、保育園においては少し市立病院とは離

れたところにあるということがございますので、ここの連携をするためには分所的なもの

を市立病院の近くにつくらなければならないというような諸条件もございますので、こち

らのほうは少しハードルが高いというふうに考えてございます。それから、病後児保育に

つきましては、先ほどもご答弁しましたけれども、看護師あるいは専用スペースと、こう

いうものについて検討させていただきたいと思いますけれども、今現在の子育ての計画に

ついては平成２６年度までということになっていますから、平成２７年度以降の計画につ

きましては恐らく国のほうからこの７月か８月に指針が示されるという予定になっており

ますので、それに基づいてニーズ調査、アンケート調査、これは恐らく平成２５年度中に

実施できるというふうに考えておりますので、そのアンケート調査を見ながら、そして今

の条件整備が整うかどうかというものを勘案しながら検討させていただきたいというふう

に考えております。

〇議長 東 英男君 水島美喜子議員。

〇水島美喜子議員 わかりました。より一層子育てや子供に優しいまちとなりますように

お願いをしたいと思いまして、一般質問を終わらせていただきます。
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ありがとうございました。

〇議長 東 英男君 一般質問はすべて終了いたしました。

◎日程第２ 議案第５号 砂川市手数料条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第６号 砂川市後期高齢者医療に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定について

〇議長 東 英男君 日程第２、議案第５号 砂川市手数料条例の一部を改正する条例の

制定について、議案第６号 砂川市後期高齢者医療に関する条例等の一部を改正する条例

の制定についての２件を一括議題とします。

各議案に対する提案者の説明を求めます。

市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 （登壇） 議案第５号 砂川市手数料条例の一部を改正する条

例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由でありますが、中空知広域市町村圏組合５市５町での広域連携により行う戸

籍法に基づく戸籍事務の電算化に伴い、磁気ディスクをもって調製された戸籍事項の証明

書の交付について手数料を徴収すべき事項として定めるため、本条例の一部を改正しよう

とするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市手数料条例の一部を改正する条例の

制定についてでありますが、改正の内容につきましては３ページ、附属説明資料の新旧対

照表によりご説明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後となっております。

改正部分につきましては、アンダーラインを表示しております。

別表第２の第１０項は、現在戸籍についての定めであり、現行「記録事項証明書手数

料」を改正後は「全部事項証明書若しくは個人事項証明書、一部事項証明書手数料」に改

めるものであります。なお、全員を証明する戸籍を「全部事項証明書」に、個人を証明す

る戸籍を「個人事項証明書」に、婚姻事項のみなどの一部を証明する戸籍を「一部事項証

明書」として徴収すべき戸籍の名称を追加するものであります。現行「、第１２０条第１

項又は第１２６条」を改正後は「、若しくは第１２６条の規定に基づく戸籍の謄本若しく

は抄本の交付又は第１２０条第１項若しくは第１２６条の規定に基づく磁気ディスクをも

って調製された戸籍に記録されている事項を証明した書面の交付」に改めるものでありま

す。

第１１項は、除籍についての定めであり、現行「記録事項証明書手数料」を改正後は

「全部事項証明書若しくは個人事項証明書、一部事項証明書手数料」に改めるものであり

ます。なお、全員を証明する除籍を「全部事項証明書」に、個人を証明する除籍を「個人

事項証明書」に、婚姻事項のみなどの一部を証明する除籍を「一部事項証明書」として徴
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収すべき除籍の名称を追加するものであります。現行「、第１２０条第１項又は第１２６

条」を改正後は「、若しくは第１２６条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本

の交付又は第１２０条第１項若しくは第１２６条の規定に基づく磁気ディスクをもって調

製された除かれた戸籍に記録されている事項を証明した書面の交付」に改めるものであり

ます。また、除籍につきましては９月３０日以降に電算化した現在戸籍が除籍となった場

合の名称であり、９月３０日前に存在する除籍につきましては従前の名称のままでありま

す。

附則として、この条例は、平成２５年９月３０日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） 議案第６号 砂川市後期高齢者医療に関する条例等

の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由は、現在の低金利状況に合わせ、地方税に係る延滞金の利率が引き下げられ

たため、砂川市後期高齢者医療に関する条例等の一部を改正しようとするものであります。

それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市後期高齢者医療に関する

条例等の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につきましては５ページ、議案第

６号附属説明資料の新旧対照表によりご説明を申し上げます。向かいまして左側が現行、

右側が改正後となっており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

第１条は、砂川市後期高齢者医療に関する条例の一部改正であります。

附則第３条は、延滞金の割合の特例の定めであり、当分の間の延滞金の利率について年

１４．６％の割合を加えるとともに、特例基準割合を現行の貸出約定平均金利に年１％を

加算した割合に見直し、納期限後１カ月経過後の利率である年１４．６％は特例基準割合

に年７．３％を加算した割合に、納期限後１カ月間の利率である年７．３％は特例基準割

合に年１％を加算した割合にそれぞれ引き下げるものであります。仮に貸出約定平均金利

が１％といたしますと、納期限後１カ月間につきましては現行の年４．３％が年３％に、

１カ月経過後につきましては現行の年１４．６％が年９．３％となるものであります。

第２条は、砂川市介護保険条例の一部改正であります。

第８条は、延滞金の定めであり、本来の延滞金について条文を整理するとともに、当分

の間の割合として新たに附則第６条を加えるものであり、内容につきましては砂川市後期

高齢者医療に関する条例の改正と同様の割合に延滞金の利率を引き下げるものであります。

附則として、第１項はこの条例の施行期日の定めであり、公布の日から施行し、平成２

６年１月１日から適用するものであります。

第２項及び第３項は、経過措置の定めであり、それぞれの改正後の規定は平成２６年１

月１日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものは、なお

従前の例によるものであります。
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以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 以上で各議案の提案説明を終わります。

これより議案第５号及び第６号の一括質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで議案第５号及び第６号の一括質疑を終わります。

続いて、議案第５号の討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第５号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第６号の討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第６号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

◎日程第３ 議案第８号

〇議長 東 英男君 日程第３、議案第８号 平成２５年度砂川市一般会計補正予算を議

題とします。

議案第８号の提案説明は休憩後に行います。

１０分間休憩いたします。

休憩 午後 １時４７分

再開 午後 １時５７分

〇議長 東 英男君 休憩中の会議を開きます。

議案に対する提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） 議案第８号 平成２５年度砂川市一般会計補正予算

についてご説明を申し上げます。
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今回の補正は、第２号であります。

第１条は、歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，

２００万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１５億１，０８３万５，０００円

とするものであります。

第２条は、地方債の変更でありますが、４ページ、第２表、地方債補正に記載のとおり、

過疎対策事業債１，０００万円を補正し、補正後の限度額を１１億９，２４０万円とする

ものであります。

それでは、歳出からご説明をいたしますが、説明の欄の頭に二重丸を付してあるのは臨

時事業であります。

１２ページをお開きいただきたいと存じます。８款土木費、２項３目道路橋梁新設改良

費で二重丸、道路橋梁新設改良事業費の（仮称）砂川ＳＡスマートインターチェンジ新設

工事委託料３，２００万円の補正は、（仮称）砂川ＳＡスマートインターチェンジの設置

について連結許可を受けることができましたので、スマートインターチェンジに係る市道

及び連結路等の整備に取り組むため、測量及び実施設計を行うものであり、早期の供用開

始を目指し、東日本高速道路株式会社と協議を行い、砂川市分に加え、東日本高速道路株

式会社分の測量及び実施設計についても負担金を受けてあわせて行うものであります。

以上が歳出でありまして、歳入につきましては５ページ、総括でご説明申し上げます。

２０款諸収入２，２００万円の補正は、（仮称）砂川ＳＡスマートインターチェンジ測量

設計委託負担金であります。

２１款市債１，０００万円の補正は、道路整備事業に係る過疎対策事業債であります。

以上が歳入であります。

なお、１４ページに地方債に関する調書を添付しておりますので、ご高覧いただき、よ

ろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 以上で議案の提案説明を終わります。

これより議案第８号の質疑に入ります。

質疑ありませんか。

小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 （登壇） それでは、議案第８号の総括質疑を行います。

市長、ご苦労さまでございました。本当にやっとやっとこのスマートインターチェンジ

の連結許可が出たということは、これで工事ができるということになると思うのですけれ

ども、せっかく添付資料をつけていただいているので、これは今度は所管がかわられるの

だと思うのですけれども、委員会も何もありませんので、ちょっと説明をしていただけれ

ばというふうにまず１点目は思うのと、この図面を見て、高速道路から来た人がどういう

ふうにゲートを通って、どう出て、入る人はどうなっていくのかというぐらいでいいので

すけれども、なかなかわかりづらい、白黒なものですから。砂川市の分と、それから東日
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本高速道路株式会社の分というのが薄いのとちょっとグレーの濃いのとというふうな形で

分かれていると思うのですけれども、この辺ももうちょっとカラーか何かで、せっかくの

お祝いなものだから、もらえるとよかったのですけれども、これはこれとして。

それで、まずお伺いしたいのが今後のスケジュールです。どんなふうにこれが連結許可

が出て、この予算が通ると思いますが、通って、その後どういうふうになっていくのかと

いう点をまずお伺いする点。

それから、今回諸収入というのがあって、全体としては３，２００万なのだけれども、

歳入で雑入で２，２００万、それから市債で１，０００万という、その仕組みを教えてい

ただきたいと思います。

それから、市債の関係を見ていくと過疎対策事業債というふうになっておりまして、つ

まり設計の委託料で過疎対策事業債がつくということは本体工事のほうもそんなふうな状

況と見ていいのかどうかをお伺いします。

最後に、全体の事業費なのですけれども、これざっくりで、もちろん委託をしてみない

とはっきりした金額というのは出てこないと思うのですけれども、大体どのぐらいかかる

ものなのかというのをお伺いをして質疑といたします。

〇議長 東 英男君 建設部審議監。

〇建設部審議監 古木信繁君 （登壇） それでは、何点か質問をいただきましたので、

順次答弁をさせていただきたいと思います。

初めに、添付資料の説明でございますけれども、この図面の中心の部分、ハイウェイ・

オアシス第２駐車場と調整池の間の緑地にスマートインターチェンジの料金施設、ここに

はＥＴＣの機械設備ですとかゲートですとか退出路を新設いたします。その料金施設から

道道砂川歌志内線まで、調整池に沿いまして新しく道路を整備いたします。道道砂川歌志

内線との交差部は、現在の丁字路から十字交差点となります。一方、料金施設から第２駐

車場まで新しく道路を整備し、第２駐車場内を通行し、サービスエリアまでの連結路に至

ることになりますが、スマートインターチェンジ利用者が主に通行することとなる第２駐

車場の西側の通路、ちょうど図面では下側のほうの通路になりますけれども、幅員が狭い

ために拡張を予定しているところでございます。

次に、スケジュールのご質問でありますけれども、スケジュールにつきましてはあくま

でも予定であり、確定したものではありませんが、大まかなスケジュールとして、平成２

５年度、本年度でございますけれども、測量及び実施設計を行い、平成２６年度から２７

年度にかけ整備工事を実施し、工事終了後の平成２７年度中に供用開始の予定であります。

次に、諸収入の関係でございます。本年度の測量設計委託料、これにつきましては今年

度に工事を伴わないために、補助対象とはならないために補助申請はしておりませんので、

全額過疎債の充当を予定しております。３，２００万円の委託料になっておりますけれど

も、砂川市の負担分の１，０００万円は全額過疎債、東日本高速道路株式会社の負担分の
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２，２００万円を雑収入、負担金ということで受ける予定としております。来年度以降の

事業についてでございますけれども、砂川市の整備工事の部分につきましては交付金事業

を予定しており、現在概算額で既に要望しております。採択されれば約６割程度の補助金

が見込まれることとなり、残りの約４割の整備工事については過疎債の充当を予定してい

るところであります。

それから、全体の事業費の関係でございます。整備費用については、実施設計を経まし

て詳細に積算されるものでありますので、現時点では計画上のあくまでも概算額でありま

すが、スマートインターチェンジの建設に必要な費用の概算額は総額で約７億６，０００

万円であり、このうち砂川市の負担額は市道整備及び高速区域外の標識設置等に要する費

用など約８，０００万円であります。東日本高速道路株式会社及び日本高速道路保有債務

返済機構の負担額につきましては、道路整備、監視員詰所や電気室等の施設、電気設備、

ＥＴＣ設備及び高速区域内の標識設置等に要する費用など約６億７，０００万円の予定で

あります。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 附属説明資料の関係でもうちょっとお伺いしたいのですけれども、高速

道路からおりた人は、まずハイウェイ・オアシスの第２駐車場のこの道路に入ってくるわ

けですね、それでゲート、すごく小さい字なのだけれども、ゲートが右と左にあるようで、

この左側のゲートから出る人は出ていくのですかね。今度逆に高速道路に入ってくる人は

調整池のそばにまたゲートがあるようなので、このゲートをくぐって高速道路に入ってく

るというようなことでよろしいのかどうかをお伺いします。

それで、ついでに、今見ているのですけれども、調整池のところ、砂川市がつくる道路

だと思うのですが、道道に接続、入っていくところというのは今まで丁の字だったところ

が十字路になると。丁ではないかもしれないですよね……。道道砂川歌志内線とちょうど

書いてある、ここから奥というか西側、つまり子どもの国の駐車場というのは市道でも何

でもなくて、公園の道路ということなのだろうと思うのですけれども、ここの交差点って

私もよく通るのですけれども、車が結構多くて、今一時停止で、公園側の一時停止という

妙な一時停止になっていたり、いろいろ複雑な状況になっているのですけれども、これが

こうなってくれば当然ここには信号機がつくとか、ちょっと細かい話になってしまいまし

たけれども、そんなような状況というのはきっとあるのですよね。もしこのまんまで、一

時停止がどっちになってくるかわからないけれども、そんなになってくるとこのゲートか

ら出てくる人がたくさんいると思いますから、ちょっと混乱してしまうのかなという先の

心配なのですけれども、その辺が今聞けるとすればどんなような状況なのかというのをお

伺いしたいと思います。

それで、これだけ待って待って、やっとこうやってできてというこのインターチェンジ

ですから、なるべく早く完成させて、早く供用できないものかなというふうに思っている



－122－

のですけれども、今年度で工事の補正なりをつけて、１年でも前倒しして２６年度に供用

開始なんていうふうにはなかなかならないのかどうかという点をお伺いをしたいと思うの

ですけれども、というのは全体の事業費が全部で７億６，０００万なのだけれども、砂川

市は大体８，０００万というようなお話があって、その６割は国から補助金がもらえて、

さらに残りの４割は過疎債が適用になる。こうなってくると、実際出すものというのは本

当に小さい額でこれができるというのは大変なものだなというふうに思うので、今の私の

言い方で間違いないとすれば、何とかなるべく早くというふうな気持ちがあるものですか

ら、そういう今年度の補正で工事を着工なんていう形になるのかならないのか、その辺を

あわせてお伺いをしたいと思うのです。

それから、今までの提案説明なんかを聞いていてちょっと気になるのは、いつも（仮

称）という言葉が出てくるのですけれども、これは名前というのは誰がどこでどうつける

のかというのは、ずっと仮称ということも変だなとも思うし、砂川ＳＡスマートインター

チェンジってすごくわかりづらいなというふうに思うのですけれども、今後これをどう呼

んでいけばいいのかというのは、いつの時点でどうなっていくのかなというふうなことは

今のところでわかっているのかどうか。

以上を２点目ではお伺いをいたします。

〇議長 東 英男君 建設部審議監。

〇建設部審議監 古木信繁君 それでは、まず附属図面のゲート部分全般についての説明

でございますけれども、中心部にゲート部分、機械部分がございます。ここまで高速道路

の本線からおりてきた車は、左側の部分のゲート、オアシス館寄りの部分のゲートを通過

して道道砂川歌志内線におりていくということになりますけれども、ちょうどへそのよう

な形で、字が小さいのですけれども、退出路と書いてあります。間違ってゲートのほうに

入ってきた車、つまりＥＴＣ専用のインターチェンジでございますので、ＥＴＣを搭載し

ていない車、またＥＴＣがついていましてもカードの期限が切れた、そのような車はこの

退出路を通って戻ってもらうと、バックして戻りますと交通渋滞になりますので、この退

出路を通って帰っていただくということになります。逆に道道砂川歌志内線から入ってき

た車は、中心部の調整池寄りのほうのゲートを通って入りますけれども、同じように間違

って入ってきた車はこの退出路を通って戻っていただくと、そういうような仕組みとなっ

ております。

それから、十字交差点、道道砂川歌志内線と公園駐車場への通路、新しくできる連結道

路、ここの十字交差点の関係でございますけれども、これにつきましては北海道公安委員

会と既に協議を始めてございますけれども、詳細設計に基づいてさらに再度詳しく打ち合

わせをすることになってございます。信号機をつけるのか、一時停止にするのか、その辺

の交通安全対策は十分にそこで検討しながら決めてまいりたいと、そういうふうに考えて

ございます。
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それから次に、供用開始を早めれないかというご質問でございます。本年度は測量及び

設計を実施しますが、詳細設計を進めるに当たり、公安委員会等の関係機関との詳細協議

を行う必要がありますので、この協議には時間がかかることが予想されます。この協議が

終了しなければ工事に着手できないために、整備工事の実施についてはどうしても平成２

６年度以降となるところでございます。砂川市の整備工事につきましては平成２６年度中

に終了予定でありますが、東日本高速道路株式会社の整備工事は道路整備のほかに監視員

詰所等の施設工事ですとか電気設備、ＥＴＣ機械の設置工事などがあるために平成２６年

度には終了いたしません。平成２７年度にまたいでの工期の予定となっておりますので、

供用開始につきましては整備工事終了後の平成２７年度中となるものでございますので、

ご理解いただきたいと存じます。

それから、最後にスマートインターチェンジの正式名称の関係でございますけれども、

現在、実施計画書等に使用している砂川ＳＡスマートインターチェンジは仮称でございま

す。これにつきましては、今後地区協議会で、スマートインターチェンジの地区協議会と

いうのを設立しておりますけれども、この協議会の中で正式名称を決定し、東日本高速道

路株式会社に伝えることとなっております。決定に当たっては、北海道開発局が事務局と

なっております、標識適正化委員会の意見も聞きながら検討するものとなっております。

〇議長 東 英男君 増井浩一議員。

〇増井浩一議員 （登壇） 私は、実用面での質疑をさせていただきたいと思います。

工業団地に近いということで大型車が通行するかと思われますが、どの程度の大きさま

で通行できるのかというのと通行できる時間帯を聞きたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

〇議長 東 英男君 建設部審議監。

〇建設部審議監 古木信繁君 （登壇） ２点質問がございましたので、順次ご答弁を申

し上げます。

まず、１点目、スマートインターチェンジの対応車種はどうなるかということでござい

ますけれども、これにつきましてはＥＴＣ車載器を搭載した全車種で、全長１２メートル

以下の車両となります。これにつきましては、現在、北海道内で唯一設置されております

輪厚スマートインターチェンジにおいても同様の対応車種となっております。

次に、スマートインターチェンジの運用時間はどうなるかについてでございますが、運

用時間については６時から２２時、午前６時から午後１０時までの１６時間運用となりま

す。運用の考え方については、隣接しておりますインターチェンジの利用交通量の実績、

また連結いたしますハイウェイ・オアシス駐車場における利用制限時間中の駐車場の保安

上の課題、冬期の除雪等の管理体制の維持及び安全性の確保の観点から判断をいたしまし

て、地区協議会において開放時間を決めたものであります。これにつきましても、輪厚ス

マートインターチェンジにおいても同様の運用時間となっております。
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〇議長 東 英男君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で議案第８号の質疑を終わります。

続いて、議案第８号の討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第８号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

◎日程第４ 報告第２号 砂川市土地開発公社の経営状況の報告について

〇議長 東 英男君 日程第４、報告第２号 砂川市土地開発公社の経営状況の報告につ

いてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

経済部長。

〇経済部長 佐藤 進君 （登壇） 報告第２号 砂川市土地開発公社の経営状況の報告

についてご説明申し上げます。

初めに、平成２４事業年度でありますが、お手元の事業報告書、決算報告書でご説明申

し上げます。

１ページ、２ページの事業概要につきましては、庶務関係であり、それぞれ記載のとお

りであります。

決算については、３ページ、４ページ、損益計算書及び５ページ、６ページ、貸借対照

表でご説明申し上げます。

１、事業収益、（１）、公有地取得事業収益はございません。（２）、土地造成事業収

益のうち、１、あかね団地売却収益は１区画の売却で２７３．６３平米について３３２万

７，３４０円の収益でございます。２、すずらん団地売却収益はございません。３、道央

砂川工業団地（第３次）売却収益６，０２５万９，８８２円は、第３次造成分のうち７，

０６２平米を経営健全化計画に基づき市に売却した分であります。（３）、附帯等事業収

益、１、保有土地賃貸等収益は、西３条南１３丁目に所有する土地を警察職員公宅用地と

して北海道に賃貸している収入と工業地内の土地の一部を資材置き場として賃貸している

収入の合計２３７万１５６円でございます。（４）、補助金等収益、１、土地開発公社事

業補助金収入１５９万７，９６０円は、あかね団地１件売却に伴う見直し前の事業原価で

ある簿価額と販売価格の差額を市から補助金として補填を受けた分であります。したがい
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まして、事業収益合計は６，７５５万５，３３８円となったところでございます。これに

対する２、事業原価でありますが、（１）、公有地取得事業原価はございません。（２）、

土地造成事業原価のうち、１、あかね団地売却原価３３２万７，３４０円は、１区画売却

分２７３．６３平米の原価であり、２、すずらん団地売却原価はございません。３、道央

砂川工業団地（第３次）売却原価３，８３４万２，０００円は、第３次造成分のうち７，

０６２平米の売却原価であります。４、土地評価損１８２万１，０００円は、平成２３年

度に土地開発公社所有地の資産価格を低価法の導入により引き下げたところでありますが、

この時点ですずらん団地の１区画につきまして販売を前提に交渉を行っておりましたこと

から、低価法の適用は行わず、引き続き平成２４年度におきましても販売の交渉を進めて

おりましたが、売却に至らなかったことから、同区画について低価法を適用し、簿価額の

引き下げとなった分を土地評価損として計上したところであります。（３）、附帯等事業

原価、１、保有土地賃貸等原価は、土地賃貸にかかわるものであり、原価はございません。

したがいまして、事業原価合計は４，３４９万３４０円となり、事業収益から差し引いた

２，４０６万４，９９８円が事業総利益となります。

４ページの３、販売費及び一般管理費は、（１）、人件費と（２）、経費の合計９２万

２，３０８円となります。事業総利益から一般管理費を差し引きますと、事業利益２，３

１４万２，６９０円となりました。次に、４の事業外収益でございますが、（１）、受取

利息と（２）、その他雑収入の合計１万８，３２３円で、事業外費用は短期借入金の支払

い利息が１，６７６万７，３３７円です。したがいまして、これらを差し引きいたします

と経常利益及び当期純利益は６３９万３，６７６円となります。

５ページをお開き願います。貸借対照表についてご説明申し上げます。資産の部、１、

流動資産は、（１）、現金及び預金から（３）、完成土地等までの合計で１０億５，６０

５万６，２５６円となっております。２、固定資産は、（１）、有形固定資産の土地は６，

４４１万７，２３６円、（２）、投資その他の資産の１、出資金１万円で、固定資産合計

は６，４４２万７，２３６円となり、流動資産と固定資産の資産合計は１１億２，０４８

万３，４９２円であります。

次に、６ページの負債の部でございます。１、流動負債は、（１）、短期借入金１５億

３，７７３万円、（２）、未払い金２万１，９１５円は、会計士報酬３月分でございます。

２、固定負債はございませんので、負債合計１５億３，７７５万１，９１５円であります。

資本の部につきましては、資本金の基本財産として砂川市からの出資１，０００万円です。

２の欠損金ですが、前年度までの（１）、前期繰り越し損失が４億３，３６６万２，０９

９円で、（２）、当期純利益６３９万３，６７６円を加えた４億２，７２６万８，４２３

円が欠損金合計となります。資本合計はマイナス４億１，７２６万８，４２３円で、これ

が債務超過額となり、負債、資本合計は１１億２，０４８万３，４９２円で、５ページの

資産合計と一致するものであります。
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以下、７ページ、８ページには、ただいまご説明申し上げました貸借対照表の各項目金

額と一致する財産目録であります。

９ページは、キャッシュフロー計算書を添付しており、資金の流れが表示されておりま

す。

１０ページは、注記事項です。

１１ページから１７ページまでは明細表でございますが、１４ページ、（４）、短期借

入金明細表をごらん願います。期首残高は民間金融機関３行からの借入金１５億８，７３

９万円でありますが、期末残高は１５億３，７７３万円となっており、４，９６６万円を

償還いたしました。なお、利率は年度末現在の利率となっており、一部を除いて平成２３

年度から各行とも利率を下げていただいております。他の明細表は、後ほどご高覧いただ

きたいと存じます。

続きまして、平成２５事業年度砂川市土地開発公社予算についてご説明申し上げます。

１ページをお開きください。第２条は公社の業務予定量であり、第３条は収益的収入及び

支出の予定額を定めるもので、総事業収益は８，３２７万１，０００円、支出の総事業費

用を７，０１３万１，０００円と定めるものであります。

次に、２ページの第４条は資本的支出でありますが、予算額はございません。

第５条は、借入金の限度額を１６億円と定めるものであります。

３ページをお開きください。平成２５事業年度予算実施計画についてご説明申し上げま

す。収益的収入の１款１項１目公有地取得事業収益はございません。

次に、２目土地造成事業収益は、１節あかね団地売却収益で２区画分、６３０．６６平

米、７７４万３，０００円、２節すずらん団地売却収益、２区画分、５３２平米、６２４

万円、３節道央砂川工業団地売却収益は砂川市への売却分であり、平成２２年度予算で債

務負担行為の議決をいただいた西６条北２３丁目２５９番４のうち６，７７２平米と平成

２５年度予算で債務負担行為の議決をいただいた西７条北２３丁目２７０番９のうち２７

１平米の売却で６，０００万円、合計７，３９８万３，０００円の予算計上でございます。

４ページをごらんください。３目附帯等事業収益、１節保有土地賃貸等収益は、西３条

南１３丁目の土地の賃貸料１７８万４，０００円と工業団地内の用地を資材置き場に貸し

ている土地の賃貸料５８万２，０００円で、合計２３６万６，０００円でございます。

次に、４目補助金等収益は、本年度あかね団地２区画とすずらん団地２区画の販売を目

標としており、売買価格との差額について市からの販売促進のための補助金としての６９

１万６，０００円であります。

２項事業外収益は、１目受取利息６，０００円は預金利息であります。

２目雑収入はございません。

５ページ、収益的支出についてご説明申し上げます。１款１項１目公有地取得事業原価

はございません。
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２目土地造成事業原価のうち、１節あかね団地売却原価は、２区画の予定で７７４万３，

０００円でございます。２節すずらん団地売却原価も、２区画分の予定で６２４万円でご

ざいます。３節道央砂川工業団地売却原価は、砂川市へ売却いたします７，０４３平米で、

低価法による期末簿価は３，８２４万４，０００円でございます。

次に、２項販売費及び一般管理費は、１目人件費で主なものとして、１節報酬２８万５，

０００円は会計士への報酬でございます。２節報償費２０万円は、あかね、すずらん両団

地の住宅用地販売促進を図るため分譲地の購入者を紹介していただいた方に対する謝礼で

あります。報償品につきましては、砂川ポイントカード事業協同組合の発行するふくろう

カード商品券とし、１区画につき５万円を限度とするもので、４区画分の予算措置であり

ます。

２目経費は１４４万２，０００円で、主なものは公社のパンフレットの印刷製本費と新

聞折り込みチラシの手数料や広告料、あかね、すずらん両団地の分譲地の草刈りにかかわ

る委託料でございます。

３項事業外費用は、１目支払い利息が今年度１，５９７万４，０００円でございます。

これに係る借入金の明細につきましては、１６ページに短期借入金明細表を添付してご

ざいますので、１６ページをお開き願います。期首残高合計で１５億３，７７３万円とし、

期末残高合計１４億７，２８３万円を予定いたします。なお、利率については、その都度

金利負担の軽減を図るため、それぞれ金融機関へ要請を今後も行ってまいりたいと思いま

す。

８ページにお戻り願います。資本的収入ですが、長期借入金はございません。

９ページの資本的支出についてもございません。

１１ページは、損益計算書であります。ただいまご説明のとおり、あかね、すずらん両

団地については事業原価での販売価格でございますので、事業利益はございませんが、市

からの補助金であります（４）、補助金等収益として６９１万６，０００円が事業利益と

なっております。１１ページ下段の事業総利益は、事業収益８，３２６万５，０００円に

対し、事業原価５，２２２万７，０００円で、差し引き３，１０３万８，０００円が事業

総利益となります。

１２ページは、一般管理費で１９３万円を見込んでおり、事業総利益から差し引きます

と事業利益は２，９１０万８，０００円となります。これに事業外収益と事業外費用を差

し引きいたしまして、経常利益は１，３１４万円の予定でございます。今年度は特別損失

はございませんので、当期純利益は１，３１４万円となります。

１３ページをお開きください。１３、１４ページは、貸借対照表であります。流動資産

について、現金及び預金、公有用地、完成土地等で１０億５７４万８，０００円となり、

固定資産を加えますと資産合計は１０億７，０１７万５，０００円であります。これに対

し流動負債は、短期借入金が１４億７，２８３万円となり、これに資本金１，０００万円
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と前期繰り越し損失４億２，５７９万５，０００円で、これに当期の純利益１，３１４万

円を差し引きいたしますと、債務超過額は前年度より減少し、４億２６５万５，０００円

の予定となります。なお、負債、資本合計額は１０億７，０１７万５，０００円を予定い

たします。

また、１５ページはキャッシュフロー計算書を添付してございますので、ご高覧いただ

き、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 （登壇） それでは、土地開発公社に対しての質疑を行います。

今報告を聞いている限り、２，４００万ほど利益が出て、民間への借金返しも５，００

０万ほどできたというようなお話に聞こえますが、実はほとんどが市が工業団地を買った

６，０００万円がもとというような状況だと思います。毎年毎年言っているので、いいか

げんにもう言いたくないとは思うのですけれども、平成２４年の事業年度では、実施計画

ではあかね２区画、すずらん団地を２区画売るという目標があったはずです。ところが、

この事業年度の報告を聞きますと、残念ながらあかね団地がたった１区画売れただけとい

う現状だと思うのですけれども、これは一体どうしてこんなに目標とかけ離れてしまうも

のなのか、そしてどういう努力がこの１年間行われたのか、そしてこれからはどうしてい

こうとするのか。というのは、また相も変わらず平成２５年度の事業年度ではそれぞれ２

区画ずつ売る目標が定められておりますので、当然その辺の戦略もあると思いますので、

ぜひお伺いをしたいと思います。

〇議長 東 英男君 経済部長。

〇経済部長 佐藤 進君 （登壇） ご質問の平成２４年度実施計画では４区画販売予定

だったが、１区画しか売れていない、その理由は、状況はということでございます。平成

２４事業年度で１区画しか売却できなかった理由ということでご答弁させていただきます。

平成２４事業年度中、あかね、すずらん団地の購入についてお客様が検討され、お問い合

わせや相談に来られた件数は５件でございました。お問い合わせをいただいた後、職員も

相談者等のご自宅を訪問し、交渉を含め市外の方には市内のＰＲ等も行いましたが、分譲

地の位置や方角、市内民間の分譲地との比較、さらには住宅建設費などを総合的に判断さ

れ、最終的に１区画以外は契約に至りませんでした。また、市内企業延べ４０社と、さら

には市外ハウスメーカー等１１件訪問し、両住宅団地のＰＲを行うとともに、市内企業で

はそこに勤める社員の方々の住宅需要をお聞きしながら販売交渉のきっかけを積極的に模

索してまいりましたが、昨年中は景気がまだ上向きになっていなかったこと、さらには若

い世代の住宅需要志向が将来的な維持管理費を考慮され、民間の賃貸住宅を選択する傾向

があるなど、これらの背景も影響したものと考えております。
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次に、２５事業年度においても４区画予定いたしますが、これからの戦略とはというご

質問に対してご答弁させていただきます。昨年度におきましてもハウスメーカーや市内企

業等に両住宅団地のＰＲを行ってまいりましたが、今年度も引き続き市内外にＰＲを行い、

札幌圏などのハウスメーカーや関連産業等にも情報発信を行います。また、市内企業を含

め周辺の企業等からも情報収集を行うとともに、新聞折り込みチラシによるＰＲ、さらに

は道外で開催されます北海道暮らし・フェアでＰＲを行うことといたします。また、市外

や道外でのＰＲでは、砂川の特色であります医療を核としたまちづくりなどにつきまして

もＰＲを行い、安心に暮らせる砂川を周知いたします。さらに、両住宅団地ＰＲでは紹介

者への報奨制度も周知しながら、２５事業年度の目標としております４件の住宅地売却に

つなげるよう営業強化をしてまいりたいと考えております。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 １回目はある程度通告みたいにしてお話をしているので、どうしても文

章を読むから熱意が伝わりませんね。これ一問一答だったらもうちょっとうまく聞いてい

けるのですけれども、今５件の問い合わせがあったとおっしゃいましたよね、この５件の

問い合わせが結果的にいうと総合的に判断されて１件しか売れなかったというお答えだっ

たのですけれども、どこまで分析できているのですか。５件の方、これ大事な５件ですよ

ね、この人たちうまくつながれば目標達成プラス１件と、きょうこうやって僕がここで質

問する必要もなかったという状況だったわけですよね。今までってそんなに問い合わせが

あったのかどうかなと思ってもいるのですけれども、せっかくあった問い合わせがどうし

てだめだったのかという分析、一回ここで座りたいのだけれども、今はちょっと座れない

から、まずそれをお伺いします。

それで、今土地開発公社のホームページを見ると、僕はホームページですけれども、あ

なたの夢の第一歩という、こういうチラシが出てくるのです。ちょうど今から５年ぐらい

前の同じようなパンフレットを私は持っているので、比較したのですけれども、土地は相

当安くしていますよね、今。５年前ですと大体、すずらん団地だと４７３万円から６２３

万円台ぐらいのものだったのが今の土地代でいくと３１２万から４０５万、つまり１６０

万から２００万、もう値下げしている状況があるのです。でも、そういうことってこの中

から見ると何も伝わってこない。５年前と比較して安いですからとなかなか宣伝文句には

使えないかもしれないけれども、一生懸命売りたいという感覚が全然伝わらないのです。

必死さがあって本当にいいのだろうとは思うのですけれども、まず土地を下げているし、

それから議員からもいろいろ話があった、例えば契約につながったときの報奨みたいなこ

とも今既にやり始めている。こういう状態になっているのですけれども、やはり今回も１

件しか売れなかった。これ早く売ってくれれば、６，０００万が期間が短くなる可能性も

あるし、当然ほかの事業にも回していけるという可能性があるわけで、何とかやれないも

のかなというふうに思うのです。
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それで、普通のやり方では、こうやってもう２００万も下げて、報償費も払って、それ

プラス売れた場合には今はハートフル住まいるで補助金もついているという状況になって

いるわけですよね。多分そんじょそこらのやり方では今あかね、すずらん、特に深刻なの

はすずらん団地だと思うのです。あかね団地のほうはまだ、あそこ国道に出ると中央バス

で札幌に意外とすぐ行けるとか、これちょっとくやしいのですけれども、あかね団地だっ

たら滝川に近いということで売れる可能性は高いのです。ところが、すずらん団地という

のは、今後どうしていけるかなというのは深刻だなというふうに思っていまして、ちょっ

とあそこ奥まってしまっていて、せっかくさくら保育園もあそこにできて、少しは子育て

世代の人たちにとってみれば保育園も近いしと売り文句になるかと思ったのですけれども、

これも残念な結果になっているということになりますと、通常の売り方では私はもう無理

なのではないかというふうに思っているのです。この前も、由仁町かどこかでしたか、土

地ただでいいですというのがありましたよね。そこまでいけるかというふうにも思うので

すけれども、それでもまだ家建ててもらえれば固定資産税入ってきたり、人口がふえたり

ということにもつながるかなとも思うのですが、その一歩手前で定期借地権つき土地募集

というのをご存じでしょうか。これは以前、ずっと前にもちょっと話が出たことがあるの

ですけれども、つまり土地開発公社の土地を月五、六千円、このぐらいの金額だったら３，

０００円か４，０００円ぐらいで５０年間貸すのです。つまり最初の土地代は買う人にと

ってみれば必要がなくなるわけです。家が建てやすくなる。普通は、５０年間をそうやっ

て貸していって、家を建ててもらって、その後はまたいろいろな契約という形になるので

すけれども、若い人たちにとってみると家を建てるときの土地代の３００万から５００万

というのは意外と大きい金額になってくるのです。だから、そこの土地代が本当はただが

いいのだけれども、そうなってしまったら余りにも情けない話なので、お貸ししましょう

と。５０年たったときに買うのももちろんいいし、そのまんまここを離れていかれるのも

いいという、こういう定期借地権つき土地というのが国の法律が変わって以降できること

になっているのですが、こんな検討はしたことがあるのでしょうか、そもそもこういうこ

とができるということをご承知だったでしょうかというのを２回目に質問します。

〇議長 東 英男君 経済部長。

〇経済部長 佐藤 進君 まず、５件の相談あったものの分析をされているかということ

でございます。それで、公社といたしましても、せっかくご相談いただいた５人の方でご

ざいますので、その辺については一定程度分析させていただいております。まず、状況を

ご説明申し上げますと、まずこの５人の方につきましては２名が市外からのご相談を受け

た方、３名が市内の方だと。なおかつ、先ほどの答弁でご自宅訪問と答弁させていただい

ております。その中で、２件の方については居住地、住んでいるところを教えていただい

たということもございまして、２件の方についてはご自宅に相談に行っております。もう

一つは、この相談のされ方でございますけれども、５件のうち電話による相談が２件で、
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それで来庁された相談が３件あったという状況でございます。それで、基本としてご相談

に来られた中で私どもはパンフを活用させていただいた中、もちろん平成２４年から実勢

価格を適用させていただいております。そういうことで、価格もこれだけ下がりましたと

いうお話を含め、あるいは全ての方がみずから住宅を建てられる方とは限りません。その

辺の事情をお教えいただけない方もございますので、それで紹介していただいたときの奨

励制度等もご説明させていただいております。また、先ほどお話ししましたように２件に

ついては市外の方でございましたので、特に近隣の方もおりますけれども、一応砂川の病

院の関係含めまして、その辺の施設関係、もちろん保育所の関係等々も含めた中で砂川の

ＰＲもさせていただいております。

この５件につきまして最終的に砂川で契約できなかった理由というのは、なかなかお聞

きするというのは難しゅうございますので、最終的な理由ということはお聞きしておりま

せん。ただ、ご相談受けたときにそれぞれお話しさせていただいておりますので、相手方

のご質問等々を含めたその辺の状況で判断させていただいております。その中で、やはり

一番の理由としては、先ほどもご説明させていただいておりますけれども、それぞれ土地

を求められる方について、一つは方位とか建てる建設位置、それらについていろいろお話

しされる方もおります。さらには、市内の方、市外の方そうでございますが、市内であれ

ば私ども公社と民間の業者さんもやっております。それぞれ複数箇所からそういうパンフ

レットをいただいているようでございまして、そういう中での比較のお話もされていると

いう状況でございます。したがいまして、その中では土地購入と建設が一体となっている

関係もございますので、そういう等々のいろんなお話をされているお客さんもおられたと。

そういう中で総体的に、先ほどもご答弁させていただきましたように総体のそれらの状況

を加味してそれぞれご決断いただいた中、１件の契約にしか至らなかったという状況でご

ざいます。もう一点は、実は５名のうちあかねだけをパンフレットをご希望されるという

か、お話をあかねだけお聞きしたいという方がおられました。そのお二人の方については、

お話聞いておりますと砂川と滝川のほうでいろいろ模索しているのだと、そういうような

話もお聞きしております。いずれにしましても、何が最終的に砂川が契約できなかったか、

最終的な理由は何だったかというのはなかなか確認はできないところではございますけれ

ども、ただ私どもいろんな形でのお話をさせていただき、あるいはご質問等々をお聞きす

る中で、先ほど来申し上げております方角であったり位置であったり、あるいはいろんな

場所を検討されている状況であったり、そういう中で最終的にご決定いただいて、それで

最終的に１件になったという状況でございますので、そういう中で私どものほうでは分析

させていただいているところでございます。

それと、借地権つきの貸し付けということでございますが、実は私今のお話については

初めてでございます。初めてお聞きさせていただきました。そのような方法等があるとい

うことで、これらについて担当の者も認識しているのではないかなとは思っておりますけ
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れども、一応今お聞かせいただいた中でそういうような制度があるということでございま

すので、その辺についても今後十分検証させていただきたいなと、そのように思っており

ます。

〇議長 東 英男君 副市長。

〇副市長 角丸誠一君 （登壇） 土地開発公社の経営状況の点でございます。

ご指摘のとおり、あかね団地、あと残り１１区画、すずらん団地が３３区画という状況

であります。２４年度から販売価格というか、実勢価格に合わせた売り方で価格差の分を

市のほうから補填しているわけでありますけれども、価格を少しでも下げてというところ

はご指摘のとおりだと思いますが、ただ余り下げ過ぎると、やっぱり業としてやられてい

る方もおられるので、そこら辺は慎重にしなければならないのかなというふうにも思って

いますけれども、どこまで下げると影響あるのかというような点を含めて検討していきた

いと思っていますし、いろいろ今５件も問い合わせがあったという中では、せっかくのチ

ャンスを逃していると。そういった理由分析、どういったところでどういった価格だった

ら住んでいただけたのかというようなところも深く考えていかなければならない点だとい

うふうに思っております。どちらにしても、市のほうから６，０００万ずつ、今売買して

買っているわけでありますから、あかね、すずらん団地も売っていかなければ、その償還

というか、公社で抱えている債務も早く終わらないという状況がございますので、まだ勉

強足りないところございますけれども、引き続き気を引き締めながら公社としては取り組

んでいかなければならないものというふうに考えているところでございますので、ご理解

を賜りたいと思います。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 最後の質問になるのですけれども、ご理解できないですよ。今のお二人

の答弁だったら、理解するといっても無理です。経済部長は、ことし来たばかりだからと

いうのはあります。ただ、さっきの５件の話でも気になるのは、方位とかという話でしょ

う、それたった１件の人なのかわからないし、これが何件もあったのかわからないけれど

も、もしかしたら方位学的にすずらんが余りいい場所にないなんていうことになったら、

これ大変なことになるし、だからこうやって分析して言うときは気をつけて話をしてもら

わないと、何かそれが尾ひれついていろいろになっていく可能性があるわけです。この５

件が来たというのは僕は物すごく大きなことだと思うから、さらにきちっと、今副市長は

立場でいえば理事長さんになるのですね、理事長さんおっしゃったようにしっかりした分

析をしつつ、結果的にはどこのルートでもいいから、何で最後だめだったのだろうねと聞

くという手はあると思うのです。例えばそれこそ知り合いの人から。本人が、直接交渉し

た人が実は何でだめだったのですかと言ったって、相手は断るのだから。まあよっぽどの

人だったら言うよね、あなた、これが悪かったと。でも、そうではなくて、どんなことで

もいいから、きっかけをつくってもらったのならば、その最後がどうだったのかというこ



－133－

とを聞き出せば次につながると私は思うのです。多分本当に物を売ろうとする人たちは、

絶対そうしているはずです。民間の人なら特にだと思います。そんなような意味も含めて

ぜひ頑張ってもらいたいのと、それからさっきの定期借地権つき土地募集というのは、こ

れほかの自治体でやっていることですから、今でいうと理事長さんもそのことは何かおわ

かりになっていないようなご答弁だったので、ぜひぜひ検討してほしいと思うのです。こ

れは相当な宣伝材料に使っていけます。もともとのお金は、そっくり取り戻すことはでき

ないかもしれないけれども、少なくともただで上げるというのとは全然違う話ですから、

ぜひすぐにでも少し調べていただいて検討してもらいたいというふうに思います。どっち

にしても、もう少しずつ努力のほどをお願いしたいと思います。

〇議長 東 英男君 市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） 公社という立場でなくて、市長という立場でお答えをし

ます。

私も詳しいわけではないのですけれども、恐らくすずらん団地は、あの売れ方を地図見

ますとわかりますけれども、日当たりのいい南側から売れて、北側だけが残っていること

を恐らく言ったのだろうと思うのですけれども、そういう売れ方、自由に販売したもので

すから、日当たりのいい側だけが全部売れていると。だから、恐らく単価の設定自体が同

じにするのはまずいのだろうというのは、私公社のほうに前に指摘したことはあるのです

けれども、一般会計は私は値段を強制的に下げさせまして売りましたけれども、公社のほ

うは私は残念ながら権限がないと。５件の人いたら、やっぱり理由聞くのは当然であって、

条件は悪いけれども幾らくらいだったら買えるのですかというぐらいは聞いておいてほし

いというのは、私がしゃべっているのは職員も皆さん聞いていますから、そこまで職員は

営業マンとしてやってもらわないと。それで判断つかなければ、上司にも話しすると。今

聞くと上のほうにも報告なかったみたいですから、担当レベルで話ししたのでしょうけれ

ども、そこのところはやっぱり必死になって売らないと。一般会計も土地の税の課税標準

の均衡というのがあるのですけれども、そんなこと言っていたら、民間はもっと安く売っ

ている、だから条件の不利なところはもっと下げてもいいと。それから、民間の競合を心

配するのなら、小黒議員が言うみたいに年数をかけて貸すという方法で、それをクリアす

る方法も知恵を出して考えるべきであって、私はただでもいいという考えは腹の中では持

っていますけれども、買われた方もいるので。ただ現実的にはプラ・マイ、どっちみち市

が買い取っても同じ状況ですから、それなら家建ててもらったり売ってもらったほうが草

刈りしなくていい、土地の税金も入ってくる。そういう考えでいけば、ある程度もう少し

踏み込んで真剣に公社のほうでは考えてやっていただきたいなと。一般会計のほうは思い

切って下げる努力はしておりますので、毎年私もここで小黒議員の話を聞いていますと、

どうもこれは一回出ていってしゃべらなければだめかなという気にもなりましたので。

〇議長 東 英男君 他に発言ございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

以上で第２号の報告を終わります。

１０分間休憩します。

休憩 午後 ３時０５分

再開 午後 ３時１５分

〇議長 東 英男君 休憩中の会議を開きます。

◎日程第５ 報告第３号 株式会社砂川振興公社の経営状況の報告について

〇議長 東 英男君 日程第５、報告第３号 株式会社砂川振興公社の経営状況の報告に

ついてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

経済部長。

〇経済部長 佐藤 進君 （登壇） 報告第３号 株式会社砂川振興公社の経営状況の報

告についてご説明申し上げます。

初めに、平成２４事業年度でありますが、お手元の事業報告書、決算報告書でご説明申

し上げます。

１ページ、２ページの事業概要については、記載のとおりであります。

決算については、３ページ、４ページ、損益計算書でご説明申し上げます。１、事業収

益は、１、営業収益として（１）、ゴルフコース収入、（２）、ゴルフ練習場収入、

（３）、オートスポーツ事業収入の３営業区分と２、受託事業収益として（１）、オアシ

スパーク施設管理業務受託収入となっており、合計で６，５９９万４，２５７円でありま

す。

事業収益の明細につきましては、附属明細書でご説明申し上げますので、１０ページを

ごらんください。最初に、ゴルフコースの区分でございます。平成２４年度の期間日数２

１０日、入場者数１万６，０８２人となっており、プレー料金収入、カート収入、その他

収入で合計５，０２１万４，３５７円でございます。次に、ゴルフ練習場収入は期間日数

２１１日で売り上げ合計は６９８万１，７００円、オートスポーツ収入は期間月数８カ月

で合計６１３万５，２００円の事業収入でした。次に、受託事業収入は、オアシスパーク

施設管理業務受託収入として２６６万３，０００円でございます。したがいまして、総事

業収益合計は６，５９９万４，２５７円となったところでございます。

３ページに戻りまして、これに対する２、事業費用は１、営業費用と２、受託事業費用

を合わせて７，３２１万４，３６５円であり、収益から費用を差し引いた事業利益はマイ

ナス７２２万１０８円の事業損失となっておりますが、詳細についてご説明申し上げます

ので、再度１０ページをごらんください。
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附属明細書の右側部分に費用の詳細を記載しております。平成２４年度もゴルフコース

とゴルフ練習場をあわせて委託発注しており、その他の委託業務を合わせての合計額が４，

９０３万５，２１０円となっており、減価償却費１，１９６万３，９４１円、諸経費４０

１万３，３８６円で、諸経費の主なものはクラブハウスの光熱水費とカートなどの修繕料、

事務的消耗品費、印刷製本費、保険料、広告宣伝費等でございます。営業費用の計６，５

０１万２，５３７円となり、損益といたしましてはマイナス７８１万６，４８０円の事業

損失でございました。この事業損失の原因でございますが、昨年のゴルフコース仮オープ

ンが融雪の関係から４月２６日と前年より１７日間おくれたこととクローズが１１月２１

日で３日間早まったことから、期間が前年より２０日間短縮され、またゴルフ練習場も同

様に前年より２０日間短縮されたことによる入場者の減少が大きく、さらに趣味の多様化

や長引く景気の低迷などによるゴルフ人口の減少が主な要因と分析しております。オート

スポーツは、委託料、減価償却費、諸経費の合計６０７万５，３２８円となり、損益では

５万９，８７２円の事業利益となったところでございます。受託事業の委託費は２１２万

６，５００円で、損益は５３万６，５００円の事業利益となっております。したがいまし

て、３営業区分による総事業収益合計６，５９９万４，２５７円から総事業費用合計７，

３２１万４，３６５円を差し引き、事業損益はマイナス７２２万１０８円の事業損失とな

ったところでございます。

４ページにお戻り願います。３、一般管理費用であります。（２）、賃金、（３）、法

定福利費は事務職員の人件費、（６）、役務費は通信運搬費の電話代、郵便代などの経費、

（８）、公租公課は固定資産税が主で、その他契約書などの印紙税であります。一般管理

費計３２８万８，８３６円に３ページの事業損失７２２万１０８円を加え、事業総損益は

マイナス１，０５０万８，９４４円の事業総損失となったところであります。次に、４、

事業外収益でありますが、受取利息、受取配当金のほかに雑収入などの合計で３７万３，

０１４円でございます。次に、５、事業外費用は、民間金融機関からの借入金に対する支

払利息３３８万４，６０９円、消費税３６万９，１００円で、事業外費用の合計は３７５

万３，７０９円であります。差し引き経常損益は、マイナス１，３８８万９，６３９円の

経常損失となったところであります。これに６、特別損失としてコース内の橋の災害復旧

費で４３万２，６００円に法人税等の８万円を加えまして、当期純損益はマイナス１，４

４０万２，２３９円の純損失となったところであります。

次に、５ページ、６ページは、貸借対照表であります。５ページは、流動資産と固定資

産の合計で資産総額４億３，９６７万２，１０４円であります。これに対しまして、６ペ

ージは負債の部で、１、流動負債の主なものとして（１）、短期借入金は民間金融機関２

行からの借入金で１億５，８００万円、（２）、未払い金はコース維持管理費、クラブハ

ウス維持管理費などの次年度４月支払い分１７１万１，２００円であります。２、固定負

債として（１）、長期借入金は砂川市からの借入金５億２，０００万円であります。
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なお、長期、短期の詳細は１１ページに記載しておりますので、１１ページをごらんく

ださい。最初に、長期借入金は砂川市から無利子の借り入れで、期首、期末残高ともに５

億２，０００万円、短期借入金は民間金融機関２行からの借り入れで、期首、期末残高と

もに１億５，８００円となっております。

６ページに再度お戻り願います。これら短期、長期の借入金を含みました負債合計は、

６億８，００７万２，１４８円となっております。

資本金は１，０００万円であり、その明細は１１ページに記載しておりますので、１１

ページをごらんいただきたいと存じます。保有株式数２万株、株主６名となっております。

再度６ページにお戻り願います。繰越利益剰余金は、前年度決算の繰越利益剰余金マイ

ナス２億３，５９９万７，８０５円に当期純損益マイナス１，４４０万２，２３９円を加

え、純資産の部合計はマイナス２億４，０４０万４４円となり、負債の部、純資産の部合

計４億３，９６７万２，１０４円で、５ページの下段、資産の部合計と一致するものでご

ざいます。

７、８ページは財産目録、９ページは株主資本等変動計算書、１０ページから１１ペー

ジまでは附属説明書でございます。

１２ページには、現金の期末残高に係るキャッシュフロー計算書を添付してございます。

この資料のご説明を申し上げます。Ⅰの営業活動によるキャッシュフローをごらん願いま

す。（１）、当期損失は、先ほどご説明申し上げましたマイナス１，４４０万２，２３９

円となりましたが、当期の営業費用に計上しております減価償却費が１，３１２万５，９

８２円となっております。この営業費用とした減価償却費を内部留保資金として当期の損

失額に流用しております。Ⅱの投資活動は、昨年老朽化したカートの更新として中古の４

人乗用カート１０台を購入しており、１０５万円の現金が減価償却資産の増としており、

差し引き３２万４，３００円の現金が減少となっております。Ⅲの財務活動のキャッシュ

フローは変動ございませんので、差し引き現金キャッシュ合計は前年度の期首残高４９４

万６，６０３円を加えますと期末残高が４６２万２，３０３円となったところでございま

す。

続きまして、平成２５事業年度事業計画、予算計画についてご説明申し上げますので、

事業計画書、予算計画書の１ページをごらんください。初めに、事業計画でありますが、

第２条は業務の予定量であり、前年同様、ゴルフ場、オートスポーツランドほか、その他

砂川市から委託を受けた業務の執行であります。

第３条、収益的収入及び支出は、総事業収益を７，３００万２，０００円、対しまして

総事業費用を７，７１４万５，０００円と定めるものであり、差し引きマイナスの損失予

算の計画案となりますが、その対応策については後ほど参考資料、キャッシュフロー計算

書でご説明申し上げたいと存じます。

２ページの第４条、資本的支出、第５条、借入金の説明についても、同じく後ほどご説
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明申し上げます。

３ページをごらん願います。予算実施計画及び説明書の主なものにつきましてご説明い

たします。収益的収入の部、１款１項１目営業収益で１節ゴルフコース収入は、右側説明

欄、プレー料金収入５，０１１万円であり、その内訳はゴルフ利用者数を１万８，０００

人と予定し、１人当たり２，７８４円として計算しております。カート料金他の収入につ

いては６０５万円を見込んで、ゴルフコース収入は５，６１６万円を計上しております。

次に、２節ゴルフ練習場収入は、７２０万円の計上であります。次に、３節オートスポー

ツ収入は、６６６万３，０００円の計上であります。利用見込みでは、本年度も全日本自

動車連盟公認大会を含め、個人使用の利用拡大に努めてまいります。したがいまして、３

営業区分の営業収益合計は、７，００２万３，０００円を見込み、前年度比較２４７万７，

０００円の減少となります。

続きまして、２目受託事業収益、１節オアシスパーク施設管理業務受託収入は、砂川市

より受託しておりますオアシスパーク施設の管理業務の受託収入でございますが、前年同

額の２６６万３，０００円の計上であります。したがいまして、１項事業収益は７，２６

８万６，０００円を見込んでおります。

４ページの２項、事業外収益は、受取利息、使用料、雑収入の合計３１万６，０００円

の計上であります。したがいまして、３ページ上段、１款総事業収益は７，３００万２，

０００円を見込んでおります。

次に、５ページをお開きください。収益的支出の部、１款総事業費用を７，７１４万５，

０００円と定めるものであります。内訳といたしましては、１款１項１目営業費用は、１

節ゴルフコース及びゴルフ練習場管理費６，２４７万９，０００円で、右側説明欄のゴル

フコース及びゴルフ練習場、クラブハウスの管理運営の委託料４，９０３万６，０００円

と減価償却費９５６万３，０００円、諸経費３８８万円を計上し、２節オートスポーツ管

理費５２７万２，０００円は成功報酬とした委託契約に基づく委託料７５％が主なもので、

営業費用合計６，７７５万１，０００円の計上となり、前年度比較２１３万９，０００円

の減で、主に減価償却された機械器具類が廃棄または償却されたことによるものでありま

す。

次に、２目受託事業費２１２万７，０００円は、前年度比較２９万７，０００円の増で、

オアシスパーク施設の維持管理委託料を予定するものであります。

続きまして、６ページは２項一般管理費用でございますが、前年度比較５，０００円の

減で、３３２万５，０００円の計上です。事務的経費の一層の経費節減に努めるところで

ございます。

７ページをお開きください。３項事業外費用３８６万２，０００円は、前年度比較マイ

ナス４８万８，０００円の減であり、主な理由は１目支払利息で民間金融機関２行からの

短期借入金の支払い利息３３８万５，０００円、２目消費税４７万７，０００円でありま
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す。なお、雑費及び法人税等の次の特別損失は、予算計上せず、前年度比較で掲載してお

ります。

次に、４項法人税等は、特につけ加えることはありません。

８ページ、資本的支出でありますが、ゴルフ場経営に欠かせないカートの保有台数は、

４人乗用１４台、２人乗用２５台、１人立ち乗り１７台で１２３名の利用に対応できるこ

とから、本年度はカートの購入を見送り、短期借入金の一部償還に５００万円を予定する

ものであります。

なお、固定資産は予算計上せず、前年度比較で掲載しております。

９ページ、１０ページは予定損益計算書で、９ページ、当期の事業利益を２８０万８，

０００円と見込んでおり、これに１０ページの一般管理費３３２万５，０００円を差し引

きますと、事業総損益はマイナス５１万７，０００円の事業損失となります。これに事業

外収益３１万６，０００円を加算し、事業外費用３８６万２，０００円を差し引きまして、

経常損益はマイナス４０６万３，０００円の経常損失となり、法人税等８万円を加え、当

期純損益がマイナス４１４万３，０００円の純損失の計画案でございます。

１１ページ、１２ページは予定貸借対照表であります。

先ほどの当期純損失４１４万３，０００円の対応策について１３ページ、参考資料、キ

ャッシュフロー計算書でご説明申し上げます。当期のゴルフ利用者数を１万８，０００人

と見込みましたので、マイナス４１４万３，０００円の損失となる予算計画案でございま

すが、営業費用で見込んでおります減価償却費９６１万３，０００円を損益勘定内部留保

資金として流用しますので、当期営業活動によるキャッシュフローは５１８万円の現金が

残ります。次に、投資活動は行いませんが、財務活動で５００万円を民間金融機関の短期

借入金の一部償還に充てるものでございます。したがいまして、残りの１８万円に前年度

繰越金４６２万２，０００円を加え、４８０万２，０００円が期末残高となる予定でござ

います。

２ページに戻りまして、説明の最後ですが、第４条、資本的支出５００万円は、ただい

まご説明いたしました民間金融機関への償還金５００万円を損益勘定留保資金から補填す

るものであります。

第５条は借入金であり、限度額を７億円と定めるものであります。

以上、ご高覧いただき、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 （登壇） 続いて、砂川振興公社の質疑をさせていただきます。今回は

簡単に終わりたいと思いますので。

まず、２４年度のときはオートスポーツに関して民間に全面委託するというようなお話
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がたしかあったと思うのですけれども、その辺の状況はどうだったのかというのをまず１

点目にお伺いします。

それから、２３年度とよく比較しながら調べるのですけれども、２４年度は民間からの

短期借入金の一部償還がゼロになっているのです。これそのときの収入によって返すお金

ゼロでも民間金融機関は怒らないのかどうか、怒らないからこうなっているのでしょうけ

れども、その辺の状況をお伺いをします。

それと、最後になるのですが、ゴルフ場の管理の契約は今の事業者さんは何年までの契

約なのかどうかをお伺いしたいと思います。

以上です。

〇議長 東 英男君 副市長。

〇副市長 角丸誠一君 （登壇） ３点ほどご質問ございましたので、お答えしたいと思

います。

オートスポーツランドの管理運営の部分の委託の話であります。平成２４年度からオー

トスポーツランドの維持管理を成功報酬型といたしまして、プランニング・フォーという

ところに切りかえて、収入金額の７５％を委託料として計上したところでございます。こ

のプランニング・フォーというのは、ダートトライアルあるいはジムカーナの北海道大会

等を仕切っている会社でございます。この結果、収入金額が前年度と比較して１１７万３，

２００円増加したところであります。件数の内訳につきましては、前年度に比較し、団体

は２件減少しておりますけれども、個人のフリーという部分が１７２件増加しておりまし

て、フリーではジムカーナ、舗装の上を走る車両ですけれども、ジムカーナが増加してい

るところでございます。なお、増加した要因としては、特にジムカーナではドリフトとい

って、ちょっとうるさい音するのですけれども、そういう走行を楽しむ若年層がふえてい

ると、グループで利用されているというような傾向で増加したという要因でございます。

次に、民間金融機関は大丈夫なのかというようなお話でした。昨年３月議会でゴルフ場

の経営方針が示されたところであります。大災害で復旧不能、あるいは資金ショートした

ら閉鎖するというような方向を示した中で、その考えを株主であります金融機関にもご説

明をしているところでございますし、平成２４年度についても配当等は出ませんでした。

それらの要因について、融雪が遅かった等々いろいろ事情を説明して、元金償還はできな

かったというところで利息の支払いしかできなかったという状況の旨を説明して、ご理解

をしていただいているところでございます。

それから、ゴルフ場の管理契約のお話でございましたけれども、ゴルフ場の管理として

ゴルフコース、ゴルフ練習場、クラブハウスを一括管理委託をしております。北海道アト

リウムというところと委託契約をしておりますが、コース管理委託については平成２０年

度から、クラブハウス、ゴルフ練習場については平成２２年度からそれぞれ平成２５年度

までということで協定を結んで管理をしていただいているところでございます。
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〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 オートスポーツのほうは、民間に任せた結果利用者がふえたというお話

だったのですよね。ただ、今はもうやめられていますけれども、去年この同じ場所で、民

間に全部任せると、そうすると事業収入の２５％が入ってくるというお話があったと思う

のです。となると、普通の計算でいくと６００万の事業収入入ったから、それの２５％が

振興公社に入るのかなと思ったのですが、オートスポーツの収益は６万何千円という計算

になるので、これはどういう契約だったのかなと、最初の２５％という、成功報酬という

話ですよね、それが私の勘違いだったのかどうかなのですけれども、そこをちょっと確認

させていただきたいと思います。

民間金融機関のほうは、話し合いの結果、余りお金が厳しいので、元本の償還のほうは

今回はいいよというふうに言ってくれたということなのだと思うのです。これってずっと

つなげていかれるのかどうか、ことし厳しいからちょっと待ってくださいというのが続い

ていけるならそれにこしたことないのですけれども、その辺のところをお伺いしたいと思

います。

そして、最後のゴルフ場の管理の関係ですけれども、それぞれ管理方法が違っているに

しても、複数年度にまたがって契約が行われているようです。片方は５年間、同じ事業体

みたいですけれども、多分これには理由があるのだと思うのです。単年度で契約するとい

うことがです。ことしもう切れる、来年度は契約更新を何らかの形でしなければならない

ということになるのだろうと思うのですけれども、市長は赤字になってしまったらやめる

とおっしゃっているわけでしょう。そうなると、もし来年、ことしがうまくいくかどうか

わかりませんけれども、そうなったら来年もうやめるのかということになれば、契約する

必要もないのですけれども、普通でいくとこういうゴルフ場というのは大きな機械だとか

そういうものをいっぱい使うから、余り単年度、単年度の契約というのは受ける側って好

まれないと思うのです。２年なら２年、３年なら３年、もっと５年なら５年、しっかりと

おたくにお任せしますよという契約がありつつやっていくということがやっぱりやりやす

いことなのだろうと思うのですが、市長の赤字やめる宣言以降、いつやめるかわからない

状況が続いていくわけです。そうなったときのゴルフ場のそもそもの管理契約の部分をど

ういうふうに考えていこうとするのかなと。今のままであれば、それこそことしは何とか

なったから、また来年契約するという方法しかないのかなというふうに思うのですけれど

も、果たしてそれで受けてくれる業者があるのかないのかということにもなると思うので、

その辺のところをお伺いしたいと思います。

〇議長 東 英男君 副市長。

〇副市長 角丸誠一君 まず、１点目に成功報酬型のところですが、委託しているところ

が収益上がった部分は約束どおり２５％ですが、減価償却という部分がございますので、

そちらのほうと相殺すると収入的にはわずかしかないということになります。
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それから、金融機関の償還のお話でございましたけれども、状況的には、この間も５月

２３日に株主総会がございまして、その後雑談というか、お話をいろいろ交わしまして、

大変厳しい状況にあるというようなことをお話しして、ご理解したというか、そういう状

況かということで、利用してくださいというようなお願いをしたところでありますけれど

も、これまでも配当というのは株主にはなくて、元金も返せたのは平成２３年のたしか６

５万ぐらいしか償還できなかったと、昨年も元金は払えず、金利だけしか払えなかったと

いうところで、大変厳しい状況になっているところでございます。

それから、管理委託の話ですけれども、当時入札というか、見積もり合わせを３業者と

しながら、一番安いところに決定をして、それぞれ２５年までという協定を結んだという

理由については、雇用の部分の話、あるいはゴルフ場を管理していくには草刈り機械、あ

るいはグリーンの上を転圧する機械、穴あける機械等、いろんな機械設備の関係も必要で

ございます。そういったものを単年度で買って単年度で償却ということにはならないので、

ある程度考慮してそういう年数を見て、随意契約ではないですけれども、契約ごとに見積

もりを出していただいてというような方法で２５年まできたというところでございます。

それから、今後のあり方ということになるのでしょうけれども、昨年の方針を出されて

以来、今繰越金あるいは減価償却を内部留保にしながらというようなところでしのいでき

ているところでありますけれども、ことしの状況からいきますと、何ぼ１万８，０００人

の計画利用人数を立てても、これは３月時点で立てていますけれども、２年続けて融雪時

期が遅くなってしまったと、これによって例えば２３年の４月と比較すると９８９人、約

１，０００人、去年もことしも１，０００人最初から少ないというハンディ状況で進んで

います。昨年８月では猛暑によって約３００人ぐらいが暑さで来ないという、そういう自

然現象で、天気がよくても利用されないというのもわかったところでありますけれども、

そういった中でことしの状況を見ますと、天候のせいには余りしたくないのですけれども、

５月が特に寒かったというようなことから、現在の入り込み状況としては大変厳しい状況

になっているところであります。昨年の１万６，０８２人という少ない人数と比較しても

さらに今少ないと。４月、５月、６月の先日までの比較で先シーズンと同じ時期と比較す

ると今３００人少ない、収入で１７０万ぐらい減収という状況であります。このまま推移

していくかどうかは６月、７月、８月の状況を見ないと、一番ピーク時でありますけれど

も、９月、１０月、１１月ぐらいになるともうある程度入る人数というのは限られてきま

す。せいぜい５，０００人ぐらいが９月以降という人数になりますから、そうなるとおの

ずといろんなシミュレーションをしていくと、あるところまでいくとまずいのではないか

というような感じも持っておりますので、この夏８月いっぱいぐらいを一つのめどとして

判断をしないと、来年以降の予約とかなんとかというのも秋以降になってきたら入ってく

るでしょうから、お客さんには迷惑かけれませんので、そういった判断も必要なのかなと

いうふうに今考えているところでございますので、来年以降のコース管理の委託契約とい
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うのは、何か違う発想が出て、これでいけるというものが生じればあり得るのかもしれま

せんけれども、今のところは８月いっぱいを少々見きわめて判断したいなというふうに考

えているところであります。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 手挙げなければよかったなと思ったのですけれども、とんでもない話を

引き出してしまったなというふうに思うのですけれども、契約どころの話ではなくて、つ

まりゴルフ場がもう危ないかもしれないということをおっしゃったのですね。つまり８月

以降に判断を下す時期が来るのではないかというような現状だということなのですね。管

理のことはやっぱりそのときにも一緒に考えていくということのお話だったのですね。

では、これで終わります。

〇議長 東 英男君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

以上で第３号の報告を終わります。

◎日程第６ 報告第４号 事務報告書の提出について

〇議長 東 英男君 日程第６、報告第４号 事務報告書の提出についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） 報告第４号 事務報告書の提出についてご報告を申

し上げます。

平成２４年度砂川市事務について、別紙、砂川市事務報告書のとおり平成２４年４月か

ら平成２５年３月までの事務執行について、目次に記載のとおり総務部から市立病院まで

１３８ページにわたり記載しておりますので、ご高覧の上、よろしくご審議を賜りますよ

うお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

以上で事務報告を終わります。

◎日程第７ 報告第５号 監査報告

報告第６号 例月出納検査報告

〇議長 東 英男君 日程第７、報告第５号 監査報告、報告第６号 例月出納検査報告

の２件を一括議題とします。
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監査報告及び例月出納検査報告は、文書で配付のとおりであります。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

以上で監査報告及び例月出納検査報告を終わります。

◎日程第８ 意見案第１号 札幌航空交通管制部の存続・充実を求める意見書に

ついて

意見案第２号 道教委『新たな高校教育に関する指針』の見直しと

地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求

める意見書について

意見案第３号 平成２５年度北海道最低賃金改正等に関する意見書

について

意見案第４号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復

元、「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数

改善、就学保障充実など２０１４年度国家予算編成

における教育予算確保・拡充に向けた意見書につい

て

意見案第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書について

意見案第６号 年金２．５％削減中止を求める意見書について

〇議長 東 英男君 日程第８、意見案第１号 札幌航空交通管制部の存続・充実を求め

る意見書について、意見案第２号 道教委『新たな高校教育に関する指針』の見直しと地

域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書について、意見案第３号 平

成２５年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について、意見案第４号 義務教育費国

庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数

改善、就学保障充実など２０１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた

意見書について、意見案第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書について、意見案

第６号 年金２．５％削減中止を求める意見書についての６件を一括議題とします。

提案者の説明を求めます。

〔「説明省略」と呼ぶ者あり〕

説明省略とのことでありますが、説明省略にご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、説明を省略します。

これより意見案第１号から第６号における一括質疑に入ります。
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質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、意見案第１号から第６号までを一括採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決されました。

◎閉会宣告

〇議長 東 英男君 これで日程のすべてを終了いたしました。

平成２５年第２回砂川市議会定例会を閉会します。

６月の定例会も日程どおり終わることができました。ちょっと私の個人的な意見なので

すけれども、今回一般質問は７名の方がしていただいたわけなのですけれども、一問一答

という形ですばらしい質問だったと思います。ご協力ありがとうございました。終わりま

す。

閉会 午後 ３時５１分



－145－

地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。
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